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第３章 
 

 

 

 

 

施策の展開 

 
この章では、施策の柱の下、施策展開の視点、各施策の

これまでの取組・成果と課題、今後の方向性、主な取組、

目標とする指標を示します。 
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 １１ 総合的・計画的な施策の推進 

 

教育目標である「未来を拓
ひら

く たくましい『やまぐちっ子』の育成」に向けて、今後

５年間の施策を体系的に示すため、６つの施策の柱を設定します。 

 

（１） 確かな学力・豊かな心・健やかな体を育む教育の推進 

  学習指導要領の趣旨を踏まえた確かな学力の育成を図るとともに、生涯にわたる人

格形成の基礎を培う重要な時期である乳幼児期の教育など、子どもたちが多様な人々

と協働して力強く生きていくための基礎となる力を育みます。 

  また、豊かな心を育むため、人権教育を推進するとともに、体力の向上などにより、

健やかな体を育成します。 

（２） 新たな時代を創造する人材を育む教育の推進 

  グローバルな視点で活躍し、イノベーションを担う人材の育成に資する英語教育や

理数教育の充実を図りながら、未来を切り拓いていくために必要な新たな価値を生み

出す創造性と多様な他者と協働して行動できる人材を育みます。 

（３） 誰一人取り残されることのない教育の推進 

  障害や、いじめ、不登校等の困難を有する児童生徒の多様なニーズに対応した教育

を推進します。 

（４） 学校・家庭・地域が連携・協働した教育の推進 

  本県教育の基盤であるコミュニティ・スクールを核として、学校・家庭・地域が連

携・協働し、社会総がかりによる子どもたちの学びや育ちを支える取組の充実を図り

ます。 

（５） 生涯を通じた学びの充実 

  県民のニーズに応える学習機会を提供し、人生 100年時代を見据えた社会教育の推

進を図るとともに、文化・芸術に親しむ環境の整備や、スポーツを楽しみ、競技力向

上に向けた施策を展開します。 

（６） 豊かな学びを支える教育環境の充実 

  学校における働き方改革の推進や、教員の確保と教職員の育成に取り組むととともに、

特色ある学校づくりなどにより、持続可能な教育体制と質の高い学校教育を推進しま

す。 

また、学校施設の老朽化対策や防災対策など、学校の安心・安全対策を進めるとと

もに、特色ある私学教育の振興に取り組みます。 

  

１ 施策の柱 



- 33 - 

 

 

 

本県ではこれまで、全国に先駆けて、全ての公立学校において、コミュニティ・スク

ールを導入するとともに、児童生徒の１人１台タブレット端末を整備するなどＩＣＴ環

境の整備を進めてきたところであり、これらは、本県の強みであると言えます。 

 

このため、教育目標の実現に向けて、諸施策を展開していく際には、本県の強みであ

るコミュニティ・スクールの連携・協働体制やＩＣＴ環境を積極的に生かしていくよう、

各施策に共通する重要な視点として設定しました。 

 

本計画に掲げた２６の施策の中に、これらの視点に基づく取組を可能な限り取り入れ

るとともに、各年度においても、具体的な施策の策定時や実行時において創意工夫を図

り、施策の効果が最大限に高まるよう努めていきます。 

 

≪重要な視点≫ 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かす視点 

全ての公立学校がコミュニティ・スクールとなっており、学校、家庭、地域が連携・

協働しながら、子どもたちを育むことができる環境が整っていることは本県の強みで

す。 

各施策の取組を進めていくにあたって、コミュニティ・スクールが有する地域や社

会の多様な担い手とのつながりにより、子どもたちが協働的な学びを深める機会を得

ることで施策の効果を高めていきます。 

また、地域の小・中学校、高等学校、特別支援学校等の子どもたちが校種を越えて

つながることで、協働的な学びを得る機会を増やしていきます。 

ＩＣＴ環境を生かす視点 

新しい文房具としての活用が期待される１人１台タブレット端末などが整備されて

いるＩＣＴ環境は本県の強みです。 

各施策の取組を進めていくにあたって、これまでの教育実践と１人１台タブレット

端末を活用することなどにより、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充

実させることで、子どもたちの可能性を広げていきます。 

また、ＩＣＴを校務に活用し、効率化と利便性の向上を図ることで、校務ＤＸによ

る学校における働き方の改革を進めていきます。 

 

  

２ 施策展開の視点 
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６つの柱のもとに体系化した各施策について、本県教育のこれまでの取組・成果や課

題を踏まえ、今後の方向性や主な取組を示すとともに、施策の推進状況を把握するため

の指標を設定します。 

 

 

⑨ グローバルに活躍する人材の育成

教育目標：　未来を拓く  たくましい「やまぐちっ子」の育成

（１）
確かな学力・豊かな心・健やか
な体を育む教育の推進

① 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習指導の充実

② 読書活動の推進

③ 学校における人権教育の推進

④ 体力向上の推進

⑤ 学校保健、学校給食・食育の充実

⑥ 乳幼児期における教育及び保育の充実

⑦ キャリア教育・進路指導の充実

（２）
新たな時代を創造する人材を
育む教育の推進

⑧ 教育ＤＸの推進

⑩ 新たな価値を創造する人材の育成

（３）
誰一人取り残されることのない
教育の推進

⑪ いじめ・不登校等の諸課題への取組の充実

⑫ 特別支援教育の推進

⑬ 多様なニーズに応じた児童生徒への支援の充実

（４）
学校・家庭・地域が連携・協働
した教育の推進

⑭ 地域連携教育の充実

⑮ 家庭教育支援の充実

⑯ 部活動改革の推進

（５）
生涯を通じた学びの充実

⑰ 社会教育の充実

⑱ 地域社会における人権教育の推進

⑲ 文化にふれあい親しむ環境づくりの推進

⑳ 「輝く、夢あふれるスポーツ元気県やまぐち」の実現に向けた取組の推進

（６）
豊かな学びを支える教育環境
の充実

㉑ 安心・安全で質の高い教育環境の整備

㉒ 学校安全の推進

㉓ 学校における働き方改革の推進

㉔ 教員確保と教職員の資質能力の向上

㉕ 多様な学びのニーズに応える特色ある学校づくり

㉖ 私立学校における特色ある教育の推進

☑ コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かす

☑ ＩＣＴ環境を生かす
施策の充実を図る重要な視点

３ 総合的・計画的な施策の推進 
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① 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習指導の充実 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  小・中学校においては、「やまぐちっ子の学力を育む検証・改善委員会※」で学力向

上に向けた取組の成果と課題の検証を行うなど、「組織力」「授業力」「連携力」を重

点施策として様々な取組を推進してきました。 

○  また、１人１台タブレット端末を日々の学習活動で活用し、「個別最適な学び」と

「協働的な学び」の充実に取り組んできました。 

○  さらに、基礎的・基本的な学習内容の確実な定着を図る「やまぐちっ子学習プリン

ト※」を通して、家庭学習の充実や地域の教育力を活用した補充学習等も実施してい

ます。 

○  その結果、令和５年度「全国学力・学習状況調査」において、小学校では国語は全

国平均と同程度でした。また、中学校では国語は全国平均と同程度、数学は全国平均

を上回りました。 

○  しかしながら、小学校の算数や中学校の英語は全国平均を下回っている状況です。 

○  高等学校においては、学習指導方法や評価方法等に係る実践研究を行い、その成果

の普及に努めるとともに、教員の授業改善のためのＰＤＣＡサイクルの構築に取り

組んできました。 

○  また、2022(令和４)年度から年次進行で実施している高等学校学習指導要領の趣

旨の徹底に向け、県教育委員会が作成した手引き等の資料を、各学校においては十分

に活用し、創意工夫しながら、実情に応じた特色ある教育活動を展開しているところ

です。 

○  さらに、「総合的な探究の時間」等における教科等横断的な学習や課題解決型の学

習を推進するとともに、その成果を校外で発表する機会を設けることで優れた事例

を広め、学校における探究学習の質を高めてきました。 

○  しかしながら、社会の持続的な発展を生み出す人材育成のために、引き続き、「主

体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 確かな学力・豊かな心・健やかな体を育む教育の推進 

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実 
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【今後の方向性】 

○  「やまぐち型地域連携教育※」による家庭や地域との連携・協働を基盤として、「学

校の組織力の充実」「教員の授業力の向上」「学校・家庭・地域の連携力の強化」の３

つの視点から学習指導要領の趣旨を踏まえた教育活動の更なる充実を図り、これか

らの時代に求められる資質能力の育成に向けた体制づくりと授業改善を推進します。 

○  これまでの教育実践とＩＣＴを効果的に活用した学びを組み合わせ、全ての子ども

たちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に向

けた取組を推進します。 

○  確かな学力の育成に向け、地域社会や大学等と連携しつつ、現代社会の諸課題につ

いて探究し、他者と協働して課題解決に取り組む機会や、学校・学年の枠を越えて、

高校生が切磋琢磨して学び合う機会を創出します。 

 

【主な取組】 

■「組織力」「授業力」「連携力」による確かな学力の定着と向上 

➢ 学校の「組織力」の一層の充実に向けた「やまぐち学習支援プログラム※」等を

効果的に活用した組織的な学習支援ときめ細か

な学習指導体制づくり 

➢ 教員の「授業力」のさらなる向上に向けた「主体

的・対話的で深い学び」の実現をめざしたＰＤＣ

Ａサイクルによる授業改善 

➢ 学校・家庭・地域の「連携力」の一層の強化に向

けたコミュニティ・スクールを核とした家庭・地

域との連携・協働や学校間連携の充実 

 

■ＰＤＣＡサイクルによる授業改善 

➢ 全校体制による「全国学力・学習状況調査」と「山口県学力定着状況確認問題」

を活用した年間２回の検証改善サイクルの徹底 

➢ 各種学力調査等のＣＢＴ※化によるスピード感ある情報提供と全県の学力課題の

共有 

➢ 県・市町教育委員会の学校訪問等による各学校の課題解決に向けた支援 

 

■ＩＣＴを活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実 

➢ これまでの教育実践とＩＣＴの効果的なベスト

ミックスを図る校内研修や指導主事等を対象と

した研修会の実施 

➢ １人１台タブレット端末の活用事例集の周知及

び学校間等による遠隔・オンライン教育の促進 

➢ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

デジタル教科書の活用の促進 

 

子どもの意見を大切にした授業 

デジタル教科書のドリル機能等による学び 
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■主体的に社会の形成に参画する態度の育成 

➢ 平和で民主的な国家・社会の形成に主体的に

参画する態度を育むため、地域の関係機関や

人材等を活用した主権者教育の推進 

➢ 社会の一員として自立した消費者を育むた

め、地域の関係機関と連携した消費者教育の

推進 

➢ 小・中・高等学校等における、学習指導要領

に基づいた教科等横断的な環境教育の推進 

➢ ＳＤＧｓの趣旨を踏まえた持続可能な開発

のための教育（ＥＳＤ）※の推進 

 

■高校生が切磋琢磨して学び合う機会の創出 

➢ 同じ志を持つ高校生が集まり、現代社会

の諸課題の解決等について探究するセミ

ナーや演習の開催 

➢ 学習意欲の高い高校生を対象とした全県

合同のハイレベル課外授業の実施 

➢ ＩＣＴ環境を活用した資格取得に向けた

オンライン講座を実施し、学校の枠を越

えた学びの場や学ぶ機会の創出 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・学校運営協議会※等での学力に関する熟議※を通した学習習慣・生活習慣の確立 

・コミュニティ・スクールを核とした放課後等の学び直しの機会における「やまぐ

ちっ子学習プリント」の活用 

・やまぐちＣＳプレゼンツ※を通じた学力に関する熟議の好事例紹介 

・主権者として身近な地域の課題解決に主体的に向き合うことを目的とした地域

の人材等を活用した学校での講演会や出前授業等の実施 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・リアルな体験を通じた学びと１人１台タブレット端末を活用した効果的なベス

トミックスを図る校内研修の推進 

・具体的な学習場面の提示による新たな学びのイメージを共有するための１人１

台タブレット端末の活用事例集の周知及び活用促進 

・市町教育委員会指導主事等を対象としたオンライン研修会の開催 

・やまぐちスマートスクールポータルサイトを活用した主権者教育・消費者教育に

関する情報の発信 

・拡大や書き込み、保存、機械音声読み上げ、ルビふり、動画、ドリル・ワークシ

ートなどを活用したデジタル教科書の活用促進 

環境問題の解決について探求するセミナーでの 

プレゼン発表 

高校生による地域の課題解決に向けた 

行政機関への改善提案 
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【推進指標】 

 

 

  

指標名 現状値 目標値 

「全国学力・学習状況

調査」の全国平均との

差（公立小・中学校） 

小国 

小算 

※67％（67.2％） 

  61％（62.5％） 

(2023(令和５)年度) 

全国平均を 3 ポイント

上回る 

(2027(令和９)年度) 

中国 

中数 

※70％（69.8％） 

  52％（51.0％） 

(2023(令和５)年度) 

全国平均を 3 ポイント

上回る 

(2027(令和９)年度) 

勉強が「好き」「どちらかといえ

ば好き」である児童生徒の割合

（公立小・中学校） 

小 61.6％ 

中 62.6％ 

(2023(令和５)年度) 

80.0% 

(2027(令和９)年度) 

コンピュータなどの ICT 機器を

学級の友達と意見交換する場面

で週３回以上使用する児童生徒

の割合（公立小・中学校） 

小５ 49.7％ 

小６ 54.6％ 

中１ 43.7％ 

中２ 51.0％ 

(2022(令和４)年度) 

70.0% 

(2027(令和９)年度) 

課題の解決に向けて、自分で考

え、自分から取り組む児童生徒

の割合（公立小・中学校） 

小 78.4％ 

中 82.4％ 

(2023(令和５)年度) 

90.0% 

(2027(令和９)年度) 

学校の枠を越えて高校生が学び

合う活動に取り組んだ学校の割

合（県立高等学校等） 

75.0％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

地域の関係機関や人材等を活用

した主権者教育又は消費者教育

を行っている学校の割合（県立

高等学校等） 

79.2％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

※都道府県等における各区分の平均正答率は整数値、（ ）内は全国値。 
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※やまぐちっ子の学力を育む検証・改善委員会：全国学力・学習状況調査結果及び学力定着状況確認問題結

果等を踏まえ、教育委員会の施策の充実や学校の取組の改善に向けた提言を行い、学力向上に向けた取組

の一層の充実を図るために設置された委員会 

※やまぐちっ子学習プリント:子どもたちの学力向上と家庭学習の充実をめざし、県内の教員が作成した学習

プリント 

※やまぐち型地域連携教育：（義務教育段階）コミュニティ・スクールが核となり、本県独自の地域協育ネッ

ト(P82参照)の仕組みを活かして、各中学校区で地域のネットワークを形成し、学校、家庭、地域が連携・

協働することにより、社会総がかりで子どもたちの学びや育ちを見守り支援する取組 

※やまぐち学習支援プログラム：児童生徒の学力向上と家庭学習の充実をめざし、山口県内の教員が作成し

た教材を紹介している学習サイト 

※ＣＢＴ：Computer Based Testing の略で、コンピュータ上で実施する試験 

※ＥＳＤ：持続可能な開発のための教育（ESDは Education for Sustainable Development の略） 

※学校運営協議会：保護者や地域住民などの意向を学校運営に反映させる協議機関 

※熟議：多くの当事者が「熟慮」と「議論」によって問題の解決を目指す対話のこと 

※やまぐちＣＳプレゼンツ:山口県内の各小・中学校がコミュニティ・スクールとしての取組を紹介する動画

のコンテスト（ＣＳは Community Schoolの略） 
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② 読書活動の推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  「山口県子ども読書活動推進計画」に基づき、県立図書館に設置した「山口県子ど

も読書支援センター」を中核として、学校、家庭、地域と連携・協働した子どもの読

書活動の推進に取り組んできました。 

○  小・中学校においては、読書の時間を確保するなど、読書ボランティア団体による

読み聞かせや学校図書館における創意工夫ある取組を行っています。 

○  高等学校においては、読書会やビブリオバトル※を開催するなど生徒の主体的な読

書活動の推進が図られ、その結果、全校体制で読書活動を実施している高等学校の割

合は増加しています。 

○  しかし、読書が好きと感じている児童生徒の割合は減少傾向にあるため、生涯にわ

たる読書習慣の定着に向け、発達の段階に応

じた取組の推進が必要です。 

○  また、スマートフォン等の普及により、子ど

もを取り巻く生活環境が変化する中、小学生

ではテレビやゲーム等のメディアに接する時

間が長いほど、中・高校生では、ＳＮＳ等を利

用する時間が長いほど読書時間が短くなると

言われています。 

 

【今後の方向性】 

○  読書が好きと感じている児童生徒の割合を増やすために、本や活字に親しむ機会

を提供し、読書の習慣化に向けた取組を一層充実させるとともに、その取組を広く県

民に周知するための情報提供に努めます。 

○  研修会や講座の開催等を通して、子どもと本をつなぐ人材の育成や、様々な資料・

情報を提供する「山口県子ども読書支援センター」の取組を更に充実します。 

○  読書活動の中心的な役割を果たす県立図書館や学校図書館の図書資料の充実を促

進するとともに、多様な子どもたちが読書活動に親しむことができるような読書環

境の整備に努めます。 

 

【主な取組】 

■本や活字に親しむ読書活動の推進 

➢ 幼稚園、保育所、認定こども園、小学校での読み聞かせや読書会、ブックトーク※

等、本に親しむ機会の充実 

➢ 中学校、高等学校等における生徒が主体となった読書イベントの実施 

➢ 県立図書館における年間を通じた子どもの読書イベントの実施及び周知の工夫 

➢ 保護者・地域の人と子どもが一緒に読書する機会の提供等、家庭・地域と連携した

読書活動の推進 

出典：県教育委員会「山口県学力定着状況確認問題」 
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■「山口県子ども読書支援センター」による取組 

➢ 対話的読書活動「ライぶらり※」の普及・充実により、児童生徒が読書の幅を広げ

る活動の推進 

➢ メールマガジンの配信や優れた取組の紹介等、情報提供の充実 

➢ 読み聞かせやブックトーク、出前講座等、学校との連携を強化した本や活字に親し

む機会の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■読書活動の推進に向けた環境の整備 

➢ 県立図書館における図書資料（電子書籍を含む）の計画的な整備や学校における第

６次「学校図書館図書整備等５か年計画」※に基づいた図書資料の整備の促進 

➢ 電子書籍の普及によるデジタル端末で誰もが本や活字に親しむことができる環境

の整備 

➢ 児童生徒と本をつなぐ役割を果たす司書教諭や学校司書の配置の促進及び資質向

上に向けた研修の充実 

 

■視覚障害者等の読書環境の整備 

➢ 視覚障害者等が書籍等をいつでもどこからでも入手できるよう、アクセシブルな

書籍※等の充実及び利用に向けたサービスの周知 

 

 

 

ライぶらり活動 

出前こどもとしょかん 

子どもと本をつなぐスキルアップ講座 

幼児のためのおはなし会 



- 42 - 

 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・地域の人や読書ボランティアによる読み聞かせ等の実施 

・地域と連携した図書資料の充実や環境の整備 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・オンライン配信を活用した司書教諭や学校司書のスキルアップのための研修の

開催 

・県立図書館の電子図書館サービスの運用 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

読書が好きと感じている児童生徒

の割合（公立小・中学校） 

小 72.6% 

中 68.1% 

(2022(令和４)年度) 

小 80.0％ 

中 75.0％ 

(2027(令和９)年度) 

学校以外で、月に 1 冊も本(漫画本

を除く)を読まない児童生徒の割

合 

小 29.4% 

中 35.6% 

(2022(令和４)年度) 

小 25.0％ 

中 30.0％ 

(2027(令和９)年度) 

県立図書館における児童書貸出冊

数 

110,478 冊 

(2022(令和４)年度) 

120,000 冊 

(2027(令和９)年度) 

県立図書館の電子図書館サービス

閲覧数 

12,268 件 

(2022(令和４)年度) 

15,000 件 

(2027(令和９)年度) 

  

※ビブリオバトル：書評合戦。発表者が読んで面白いと思った本を１人５分程度で紹介し、最後に参加者の

投票で１番読みたくなった本を選ぶ活動 

※ブックトーク：本への興味が湧くような工夫を凝らしながら、複数の本をテーマに沿って紹介する取組 

※ライぶらり：学校図書館の蔵書を活用した、図書館探検の一つの手法。児童生徒の主体的・対話的な読書

活動を推進するために、2016(平成 28)年度に山口県子ども読書支援センター職員が独自に考案 

※第６次「学校図書館図書整備等５か年計画」：公立小中学校等の学校図書館における、学校図書館図書標準

の達成、計画的な図書の更新、新聞の複数紙配備、学校司書の配置拡充が図られることを目的として文部

科学省が策定した計画 

※アクセシブルな書籍：読書バリアフリー法第２条第２項の「視覚障害者等が利用しやすい書籍」のこと。

点字図書、拡大図書、録音図書、触る絵本、LL ブック、布の絵本等、視覚障害者等が、その内容を容易に

認識することができる書籍や電子書籍 
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③ 学校における人権教育の推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○ 「山口県人権推進指針」（以下「指針」）及び「山口県人権教育推進資料」（以下「推

進資料」）に基づいて人権教育を推進しています。 

○ 人権教育の一層の充実を図るため、教職員研修の工夫等を通して、教職員一人ひと

りの資質向上に計画的に取り組んでいます。 

○ その結果、人権教育に関するサテライト研修※等の講師派遣回数は増加してきました。 

○ しかしながら、家庭における子どもへの虐待、学校におけるいじめや体罰、障害者や

外国人に対する差別など、様々な人権問題が幅広く存在しています。 

 

【今後の方向性】 

○ 「指針」及び「推進資料」に基づいて、児童生徒の心身の成長の過程に即し、教育活

動を通して人権尊重の意識を高め、一人ひとりを大切にする教育を組織的・計画的に推

進します。 

○ 児童生徒の自主性と実践への意欲を高め、人と人との関わりの中で主体的な学びが

行われるよう、人権尊重の視点に立った指導の充実を図ります。 

○ キャリアステージに応じた人権教育の研修を充実させ、教職員の資質向上を図りま

す。 

 

【主な取組】 

■人権尊重の意識を高め、一人ひとりを大切にする教育の推進 

➢ 児童生徒の自発的な意見発表や話合いの場の設定など、子どもたちが自由な発想で

互いの人権を尊重し合える環境づくりの推進 

➢ 基本的人権について関心や理解を深めることができるよう、人権に関する児童生徒

作品の募集や地域の教育力を活用した取組についての情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉に関する学習（高齢者理解） 学校運営協議会における人権教育に係る熟議 
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■教職員研修の充実 

➢ 教職員のキャリアステージに応じた研修内容の工夫及び学校や教育研究団体等の

要請に対応したサテライト研修への講師派遣 

➢ 児童生徒の実態及び教職員のニーズに応じた資料の提供や研修内容に応じた先進

的な演習を取り入れるなどの効果的な研修の実施 

 

 ■人権に関する資料の整備と活用の促進 

➢ 教職員や児童生徒が人権問題の現状を理解し、問題解決の態度を養うことができる

視聴覚資料の整備 

➢ 視聴覚資料を活用した授業や研修の展開例等の作成及び効果的な活用の推進 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・学校、家庭、地域が連携した人権に関する学習機会の充実 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・ＩＣＴを活用した学校における人権教育推進の資質向上に向けた研修会の実施 

 

【推進指標】  

指標名 現状値 目標値 

人権教育に関するサテライ

ト研修等への県教委からの

講師派遣回数 

223 回 

(5 年間・44.6 回/年) 

(2018(平成 30)年度 

～2022(令和４)年度) 

250 回 

(5 年間・50 回/年) 

(2023(令和５)年度 

～2027(令和９)年度) 

人権に関する視聴覚資料の

貸出状況 

724 本 

(5 年間・144.8 本/年) 

(2018(平成 30)年度 

～2022(令和４)年度) 

750 本 

(5 年間・150 本/年) 

(2023(令和５)年度 

～2027(令和９)年度) 

 

※サテライト研修：やまぐち総合教育支援センターの事業で、学校等に出向いて実施する研修 
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④ 体力向上の推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  スポーツ医・科学※の専門家等で構成された「体力アップチャレンジ協議会」で体

力向上に向けた課題の検証を行い、柔軟性と投力の向上を重点課題として設定し、県

全体で取り組んできました。 

○  また、「体育授業マイスター制度※」の活用や親子を対象とした食育・体育・健康教

育についての出前授業、水泳・武道等、課題がみられる領域への地域スポーツ指導者

の派遣等、専門家を派遣する取組も進めています。 

○  このような取組により、中学校については、柔軟性を図る指標である「長座体前屈」

の記録が過去最高値を記録するなど、一定の成果が見られました。 

○  しかしながら、2022(令和４)年度の体力合計点※は、全ての対象学年で全国平均を

下回っており、2008(平成 20)年度の調査開始以来、過去最低値を記録しました。 

○  また、体力の項目別に見ても、柔軟性、筋力等、持久力以外の項目について、全て

の対象学年において低い状況です。 

○  さらに、運動時間の減少やスクリーンタイム※の増加など、新型コロナウイルス感

染症の影響による生活リズムの変化が、子どもたちの運動習慣に悪影響を及ぼして

いることが指摘されています。 

 

【今後の方向性】 

○  スポーツ医・科学の知見を有する専門家や関係機関と連携し、本県の体力課題の解

決に向けた取組を推進するとともに、その成果を検証し、より効果的・効率的な取組

を推進します。 

○  ＩＣＴ体育推進校※による体育授業の充実に向けた実践研究の成果を広く周知す

るとともに、体育授業マイスター制度の活用促進により、指導方法の工夫・改善を図

ります。 

○  コミュニティ・スクールや地域協育ネット※等との連携を促すとともに、ＷＥＢを

活用した啓発活動により、家庭や地域、学校が一体となった運動習慣づくりのための

取組を推進します。 

 
地域スポーツ指導者の派遣 ＩＣＴ体育推進校におけるＩＣＴ機器を活用した 

授業のまとめと振り返りの共有 
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【主な取組】 

■「体力向上維新プロジェクト※」の推進 

➢ 毎時間の体育・保健体育の授業における体力課題の解決に効果的な準備運動の実

施 

➢ 教育活動全体を通して、各学校の体力課題や特色に合わせた独自の取組の推進 

➢ 各家庭における一人ひとりの子どもの体力課題の解決、運動習慣の改善に向けた

運動の促進 

➢ 新体力テスト※において子どもの力を最大限に引き出すための指導方法等につい

ての研修の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■体力向上に向けた組織的な取組の推進 

➢ スポーツ医・科学の知見を有する専門家や関係機関と連携した取組の検証・改善 

➢ 「体力向上レポート※」を活用したＰＤＣＡサイクルの充実による各校の特色ある

取組の推進 

 

■指導方法の工夫改善による学校体育の充実 

➢ 授業改善と教員の指導力向上に向けた学校体育実技講習会や学校体育セミナー等

の開催 

➢ 学校の課題に応じた地域スポーツ指導者の派遣等による関係団体等と連携した学

校体育活動の充実 

➢ 地元アスリート・企業等との連携によるスポーツ教室の充実 

 

■家庭や地域、学校が一体となった運動習慣づくりのための取組の充実 

➢ 運動やスポーツ、体力等に関する情報を提供する「学校体育通信」の家庭配布

や出前授業による体力向上等の啓発活動の充実 

➢ 「やまぐち型地域連携教育」における運動・遊び等の機会確保 

➢ 家庭でできる柔軟性、筋力等の体力要素の向上につながる運動メニューの情報

提供を行うＷｅｂサイトの充実 

体 力 向 上 維 新 プ ロ ジ ェ ク ト

【数値目標】

R7年度以降の全国体力・運動能力，運動習慣等調査

体力合計点の平均で全国平均値を超える

学

校

家

庭

【準備運動の充実】
・柔軟性向上運動メニューの活用
・運動メニューのポイント理解

体力向上維新プロジェクト「動画配信サイト」
https://sites.google.com/g.ysn21.jp/tairyoku-up-
ishin/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

【新体力テストの充実】
・正しい測定方法、種目のポイント理解
・実施時期の統一（６～７月）

【学校オリジナル活動】
・学校の体力課題、特色に応じた取組
（例）○○小オリジナル体操（毎朝実施）

【おうちで運動】※毎日の家庭学習で実施
・児童生徒の体力課題に応じた取組
・家庭との連携、協力

運動って楽しい！

やる気がわい
てきたぞ！

体力が上がっ
てうれしい！

もっと運動し
たいな！

目的：心身ともに健康で、未来をたくましく生き抜く力を育成
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コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・地域と連携した子どもの体力課題の解決や運動習慣の改善に向けた指導体制づくり 

・学校運営協議会等を活用し地域と連携・協働した子どもの運動習慣の改善を図る

体育的活動の実施 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・県内小学校における休み時間等を利用してチャレンジした運動（ボール投げリレ

ー等）の記録及びチャレンジ回数のＩＣＴを活用した情報発信 

・ＩＣＴ体育推進校を中心とした１人１台タブレット端末を活用した授業の推進 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

「全国体力・運動能力、運動習慣

等調査」における、体力合計点の

県平均点（公立小・中学校） 

 

※（ ）内は全国平均値 

小5男子 50.5点 
        （52.3点） 

小5女子 52.9点 
    （54.3点） 
中2男子 39.8点 

    （40.9点） 
中2女子 47.2点 

    （47.3点） 

(2022(令和４)年度) 

全国平均値を超える 

(2027(令和９)年度) 

「全国体力・運動能力、運動習慣

等調査」における、１週間の総運

動時間が４２０分以上の児童生徒

の割合（公立小・中学校） 

小5男子 54.1％ 

小5女子 33.1％ 
中2男子 84.2％ 
中2女子 62.5％ 

(2022(令和４)年度) 

2019(令和元)年度 
山口県平均値 

小5男子 56.4％ 
小5女子 36.9％ 
中2男子 87.6％ 

中2女子 67.7％ 
 (2027(令和９)年度) 

 

※スポーツ医・科学：競技力向上や健康づくりのためのメディカル・フィットネス・スキル・メンタル・栄

養等に関する研究や学問のこと 

※体育授業マイスター制度：小学校体育科授業において高い指導力を有する教員を「体育授業マイスター」

に任命し、学校に派遣する制度 

※体力合計点：「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」（スポーツ庁）の新体力テスト８項目（握力、50ｍ走

など）の得点の合計点 

※スクリーンタイム：テレビ、スマートフォン、ゲーム機等の使用による平日１日あたりの映像の視聴時間 

※ＩＣＴ体育推進校：授業研究会や先進校視察研修など、ＩＣＴを活用した体育、保健体育授業の在り方に

ついて研究し、研究内容を県内に周知することを目的とした学校 

※地域協育ネット：概ね中学校区を一つの単位として、学校関係者や保護者、地域の社会教育団体、専門機

関等とのネットワークを形成し、地域ぐるみで子どもたちの育ちや学びを支援する仕組み 

※体力向上維新プロジェクト：学校、市町教育委員会、県教育委員会が一体となり、子どもの体力向上をめ

ざす取組（2023(令和５)年２月開始） 

※新体力テスト：文部科学省により 1998(平成 10)年から実施され、体力・運動能力を測定する８項目から構

成されたテスト 

※体力向上レポート：各校の体力向上に向けた取組や成果を記載したもの  
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⑤ 学校保健、学校給食・食育の充実 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  学校保健については、子どもたちの健康の保持増進を図ることや学校教育活動に

必要な健康や安全への配慮を行うとともに、子どもたちが生涯にわたって自他とも

に健康な生活を送るために必要な資質能力が育まれるよう、学校医・学校歯科医・学

校薬剤師及び医療機関等と連携して、保健管理・保健教育・組織活動の推進を図って

きました。 

○  また、生活環境や社会環境などの変化に伴う新たな健康課題を踏まえつつ、子ども

たちが積極的に心身の健康の保持増進を図っていくことができるよう、ＰＤＣＡサ

イクルに基づいた学校保健活動を推進する中で、現代的な健康課題に対応する取組

等を進めるとともに、学校保健委員会※開催の意義や企画運営の仕方等に重点を置き

研修を進めてきました。 

○  その結果、コロナ禍においても、オンラインの活用等により、年２回以上の学校保

健委員会を計画的に開催する学校が増加するとともに、概ねすべての小・中・高等学

校において、薬物乱用防止教室を実施している状況です。 

○  一方で、2021(令和３)年度の「12 歳児でむし歯（う歯）のない人の割合」につ

いては、全国平均を下回るものの、増加傾向にあります。 

○  加えて、「肥満傾向児※の出現率」については、コロナ禍による生活習慣の乱れや運

動時間の減少などの影響を受け、前年度との比較では改善傾向にあるものの、コロナ

禍前の水準との比較では増加しています。 

○  学校給食・食育については、各種研修会の開催や「食に関する指導の手引」を改訂

し、活用を推進するとともに、栄養教諭の計画的な配置を行うことで、食育推進体制

を整備してきました。 

○  さらに、地域の特色や伝統への理解を深めることや生産等に関わる人々への感謝

の気持ちを育てるため、学校給食で地場産食材を使用した献立を積極的に取り入れ

る取組を進めており、「学校給食における地場産食材を使用する割合」は、全国的に

みても高い状況にあります。 

○  しかしながら、「朝食を毎日食べる本県の児童生徒の割合」については、近年、緩

やかな減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
県歯科医師会等と連携した口腔衛生意識向上事業

会 

家庭・地域と連携した食育 
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【今後の方向性】 

○  子どもたちが生涯を通じて心身の健康を保持増進するために、望ましい生活習慣

や食習慣を身に付けることができるよう、学校・家庭・地域の連携による組織的・

計画的な学校保健・食育を推進します。 

○  現代的な健康課題の解決に向け、学校保健委員会の活性化や、学校医・学校歯科

医・学校薬剤師及び医療機関等との連携体制の一層の充実を図ります。 

○  「生きた教材※」である学校給食を活用した食に関する指導の充実を図るととも

に、安全・安心な学校給食を提供するため、衛生管理・危機管理の徹底を図ります。 

○  学校保健及び食育・給食管理に関する研修会等の充実により、養護教諭や栄養教諭

等の更なる資質能力の向上を図ります。 

 

【主な取組】 

 ■望ましい生活習慣・食習慣の定着に向けた学校・家庭・地域の連携による組織的・計

画的な学校保健・食育の推進 

➢ 児童生徒の実態を踏まえた「学校保健計画※」及び「食に関する指導の全体計画※」

の見直し・改善の促進 

➢ 養護教諭・栄養教諭等を中心とした学校全体で取り組む推進体制の充実 

➢ コミュニティ・スクールを核とした学校・家庭・地域が連携した学校保健・食育の

推進 

出典：文部科学省「学校保健統計調査」 

出典：県教育委員会調べ 
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■現代的な健康課題の解決に向けた学校保健の充実 

➢ ＩＣＴ活用等による学校保健委員会の活性化、学校医・学校歯科医・学校薬剤師及

び医療機関等との連携体制の一層の充実 

➢ 「学校におけるアレルギー疾患対応委員会」での検討結果を踏まえた学校におけ

る組織体制の改善等、アレルギー疾患対応に係る取組の充実 

➢ 「学校歯科保健推進検討委員会」による効果的な指導内容の検討及び検討内容の

周知等、専門家や関係機関と連携した学校歯科保健の推進 

➢ 学校医や学校薬剤師、関係機関と連携したがん教育や薬物乱用防止教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「生きた教材」である学校給食の充実 

➢ 食に関する指導における「生きた教材」としての学校給食の活用に向けた献立の工

夫 

➢ 関係機関と連携した研修会の開催等、衛生管理・危機管理の徹底による安全・安心

な学校給食の提供 

➢ 食物アレルギー事故防止に向けた全教職員の共通理解による組織的な取組の徹底 

 

■養護教諭及び栄養教諭等の更なる資質能力の向上 

➢ 学校保健及び食育・給食管理に関する研修会等の充実 

➢ 健康教育指導者養成研修及び食育指導者養成研修への派遣 

➢ 養護教諭指導員制度による養護教諭の資質能力の向上 

➢ 栄養教諭の計画的な配置の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校におけるアレルギー疾患対応委員会 山口県がん教育推進協議会 

養護教諭・栄養教諭とのティーム・ティーチング※ 
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コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・学校運営協議会における健康課題や食に関する課題の共有及び熟議の開催 

・学校医・学校歯科医・学校薬剤師及び医療機関等との連携体制の充実 

・地域の生産者等との連携による学校給食における地場産食材の活用など食に関

する指導の充実 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・健康や食に関する課題の把握を目的とした１人１台タブレット端末の活用によ

る健康教育の推進 

・オンライン開催等による学校保健委員会の開催回数や参加率の向上 

・児童生徒保健委員会等における１人１台タブレット端末の活用による自発的・自

主的な活動の展開 

・プレゼンテーション用スライドやオンラインを活用した食に関する指導の充実 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

肥満傾向児の出現率 

小５男子 11.42％ 

小５女子  8.09％ 

(2021(令和３)年度) 

小 5 男子 9.0％ 

小 5 女子 6.0％ 

(2027(令和９)年度) 

12 歳でむし歯（う歯）のない人の

割合 

70.1％ 

(2021(令和３)年度) 

80.0% 

(2027(令和９)年度) 

朝食を毎日食べる児童生徒の割合 

（公立小･中学校） 

小６ 94.4％ 

中３ 92.6％ 

(2023(令和５)年度) 

100％ 

(2027(令和９)年度) 

学校給食における地場産食材を使

用する割合 

69.1％ 

(2022(令和４)年度) 

72.0% 

(2027(令和９)年度) 

 

※学校保健委員会：校長、養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員などの教職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤

師、保護者代表、児童生徒、地域の保健関係機関の代表等により構成され、学校における健康に関する課

題を研究協議し、健康づくりを推進するための組織 

※肥満傾向児：性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め，肥満度が 20％以上の者 

 （算出式：肥満度（%）＝〔実測体重（㎏）－身長別標準体重（㎏）〕÷身長別標準体重（㎏）×100） 

※生きた教材：給食時間や各教科等における食に関する指導において、教育的効果を高めるために「学校給

食」を教材として活用できることから、学校給食をたとえた表現。学校給食は、「食事」という実践活動の

場であり、栄養バランスのとれた食事内容や食についての衛生管理など体験を通して学ばせるとともに、

見る・食べるといった行為を通じて興味・関心を引き出すことができる。 

※学校保健計画：各学校において策定される計画であり、学校保健の年間を見通した保健教育・保健管理及

び組織活動を含む総合的な基本計画 

※食に関する指導の全体計画：子どもが食について計画的に学ぶことができるよう、学校教育活動全体の中

で体系的・計画的に食に関する指導を行うために各学校において策定される計画 

※ティーム・ティーチング:複数の教員が役割を分担し、協力し合いながら指導計画を立て、指導する方式 
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⑥ 乳幼児期における教育及び保育の充実 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  乳幼児期における教育及び保育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの

であることから、幼児教育推進体制を活用した地域の幼児教育の質の向上を図るこ

とは重要です。 

○  このため、2021(令和３)年４月、国公立・私立や施設類型の区別なく、乳幼児期

の教育及び保育に関する保育者への研修や助言、調査研究等を一体的に推進する拠

点として「山口県乳幼児の育ちと学び支援センター」を設置しました。 

○  現場のニーズや今日的課題に対応した研修や幼児教育アドバイザー等の派遣によ

り保育者の資質能力の更なる向上をめざして様々な取組を推進しています。また、国

事業活用の調査研究の実施により保幼小連携の推進に取り組んでいるところです。  

〇  その結果、「山口県乳幼児の育ちと学び支援センター」が設置された 2021(令和３)

年度と比較すると、2022(令和４)年度は研修受講者が約２倍に増加しています。さ

らに、自己研鑽の場である研修での学びが、保育者の自己効力感の向上にもつながっ

ています。 

〇  また、保育者と小学校教員との合同研修は、増加傾向にあります。本県の保幼小連

携の推進役である幼児教育・保育長期研修派遣教員による実践発表等、研修成果の還

元の場も多く見られます。 

〇  しかしながら、保育者が直面する様々な課題解決に資する研修の機会や内容の充実

は必要不可欠です。また、スタートカリキュラム※等の編成・実施についても各市町

の取組や意識に差がある等の課題が見られます。 

〇  加えて、園業務効率化のためのデジタル化や研修時のＩＣＴやオンライン活用等、

保育者の働きやすい環境づくりも重要です。コロナ禍の影響を受け、未だに保幼小間

の連携が難しい現状も見受けられます。 

 

【今後の方向性】 

○  幼児教育・保育施設における環境の中で、遊びを通しての総合的な指導が展開され

るよう、多様な現場ニーズに対応した研修の充実を図ります。 

○  保幼小連携・接続の意義の理解促進のため、「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」を手掛かりに子どもの姿を起点に話し合う等、保幼小の関係者が連携したカリキ

ュラムの開発・実施の体制づくりを推進します。  

○  架け橋期※の教育の充実に向けた調査研究の実施や好事例の発信等により、子ども

に関わる大人が立場の違いを超えて連携・協働し、地域の創意工夫を生かした円滑な

接続の実現を促進します。 
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【主な取組】 

■乳幼児期の教育及び保育の質の向上 

➢ 全ての保育者の資質能力向上の推進及び現場のニーズや課題等に対応した研修内

容・方法の充実 

➢ 幼稚園教諭二種免許状を保有する教員が幼稚園教諭一種免許状を取得するための

認定講習の開催及び受講機会の拡大 

➢ 幼児教育アドバイザー※、スクールソーシャルワーカー等の配置による幼児教育・

保育施設の訪問支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■幼児期の教育と小学校教育の接続の促進 

➢ 小学校区における合同保育・授業等による幼児と児童の交流活動や保育者と小学

校教員による計画的・継続的な合同研修会等の実施 

➢ 大学、関係機関等との連携による幼児教育・保育

施設と小学校での架け橋期における教育の内容

の充実及び架け橋期のカリキュラムの開発、実

践、検証、改善の推進 

➢ 小学校教員を保育所・幼稚園・認定こども園に派

遣する幼児教育・保育長期研修の実施による保

幼小連携の推進役の育成及び市町教育委員会と

の連携による派遣教員の研修成果の還元と普及 

 

 

 

保幼小連携推進に向けた市町合同研修会 

表現実習「楽しく体を動かそう！」 実習「表現を楽しむ環境づくりの工夫（造形）」 

演習・協議「自分の目指す保育者について」 幼児教育アドバイザーによる訪問支援 
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コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・施設類型・設置者・学校種を越えた各地域における連携体制の構築 

・地域連携教育関係者を委員としたカリキュラム開発会議の開催 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・保育での効果的なＩＣＴ機器の活用等を専門とする幼児教育アドバイザーの派

遣 

・保育者等を対象とした専門性向上のためのオンライン研修やオンデマンド配信

等、ニーズに応じた実施形態の工夫 

・「山口県乳幼児の育ちと学び支援センター」におけるソーシャルメディアの開設・

運用 

・ＷＥＢを活用したオンライン個別相談会の実施 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

県主催の保育者対象の研修会等にお

いて研修の目標が十分に達成できた

参加者の割合 

71.3％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

スタートカリキュラムの改善に向けて

幼児教育施設との意見交換や合同の研

究の機会などを設けている公立小学校

の割合 

78.8％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

 

※スタートカリキュラム：小学校に入学した子どもが、保育所・幼稚園・認定こども園などの遊びや生活を

通した育ちと学びを基礎として、主体的に自己を発揮し、新しい学校生活を創り出していくためのカリキ

ュラム（合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定に配慮） 

※架け橋期：義務教育開始前後の５歳児から小学校１年生までの２年間のこと。生涯にわたる学びや生活の

基盤をつくるための重要な時期として「架け橋期」と呼んでいる。 

※幼児教育アドバイザー：幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、域内の幼児教育施設等への訪

問支援等を通じて、教育内容や指導方法、環境の改善等について助言等を行う者 
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⑦ キャリア教育・進路指導の充実 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  夢や目標をもち、一人の社会人として自立できるよう、自分にふさわしい生き方を

実現しようとする意欲や態度、能力の育成をねらいとし、小・中・高等学校等の連携

による体系的・系統的なキャリア教育を推進してきました。 

○  また、郷土に誇りと愛着をもち、地域に貢献する子どもたちを育成するため、学校

と家庭、地域、産業界等が連携して、体験活動をはじめとする教育活動の一層の充実

を図ってきたところです。 

○  さらに、就職を希望する生徒に対しては、入学後の早い時期からの就職ガイダンス

や職場見学等を通じて、就職に向けた意識の醸成や地域産業に対する理解の促進を

図るとともに、教員と就職サポーター等の連携による組織的な求人開拓や広域での

マッチング等を推進してきました。 

○  その結果、本県における将来の夢や目標をもっている子どもの割合は、全国平均と

比べて高い水準を維持しています。 

○  「高等学校卒業者の就職状況に関する調査（文部科学省）」における就職決定率は

近年、99％台の高い水準を維持するとともに、2023(令和５)年３月卒業者の就職

決定率は全国３位の 99.7％となりました。 

○  一方、「中学校卒業者のうち進路決定者の割合」は、全国平均と比べて低くなって

います。 

○  また、県内就職比率は全国中位に位置しており、県政の最重要課題である人口減少

対策を着実に進めていくためには、将来の本県産業を支える高校生の県内就職・県内

定住を一層促進することも重要です。 

○  加えて、生産年齢人口の減少や社会全体のデジタル化の進展等、社会構造や雇用環

境は大きく変化しており、社会の変化や産業界のニーズに対応できる人材の育成が

求められています。 

 

【今後の方向性】 

○  幼児教育から高等学校等までの各学校段階を通じた体系的・系統的なキャリア教

育を推進し、自己の進路選択に主体的に取り組む態度と能力を育成します。 

○  学校と家庭、地域、産業界等との連携を強化し、体験活動をはじめとする教育活

動の一層の充実を図るとともに、地域産業への理解を深め、“ふるさと山口”に貢献

する人材の育成を図ります。 

○  各学校の特色や児童生徒の実態に応じた一人ひとりの進路実現に向けた取組の一

層の充実を図ります。 

○  就職を希望する全ての生徒の進路実現並びに主体的な県内就職の促進に向け、知

事部局や関係機関と連携し、県内就職者に対するインセンティブ制度の導入を検討

するとともに、組織的な就職支援体制の強化や県内企業への理解を深める取組及び

実践的・体験的な学習活動を推進します。 
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【主な取組】 

■各学校段階を通じた体系的・系統的なキャリア教育の推進 

➢ 校種間の連携の強化や継続的な進路指導のための「キャリア・パスポート※」等

の活用促進 

➢ 中学校における早期からの進路意識の醸成に向けた計画的・組織的な進路指導

の充実 

➢ 高等学校等における進路指導計画の工夫・改善等による組織的・系統的・計画的

な進路指導の推進 

 

■職場体験、インターンシップ等の体験活動の充実 

➢ ＩＣＴ機器を効果的に活用した職場体験・インターンシップ等の体験活動の機

会の充実 

➢ 各学校と家庭・地域・産業界等との連携強化と「やまぐち教育応援団※」等の活

用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■進路実現に向けた取組の支援の充実 

➢ 中学校におけるキャリアガイドブック「夢サポート」の活用促進や高校生を講師

とした「卒業生に学ぶ会」等の実施 

➢ 高等学校等における県内大学等と連携した学習活動の推進 

➢ 選抜性の高い大学や医学部等への進学を希望する高校生等の意欲と学力向上を

図る取組の推進 

➢ 高等学校における学習合宿や学校間連携等、進学に関する特色ある取組に対す

る支援の充実 

➢ 特別支援学校における個別の指導計画の作成と活用を通じた生徒のニーズに応

じたきめ細かな教科指導や進学に向けた進路指導の充実 

 

 

 

 

 

 

 

県内の大学等と連携した学習活動 

体験型インターンシップ 地域活性型インターンシップ 
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■就職支援の充実          

➢ 県内就職者※に対する資質向上等につながる職業資格等の取得に係る経済的支

援 

➢ 県立高校への就職サポーター※等の継続配置・拡充による生徒一人ひとりの希望

を踏まえた組織的できめ細かな就職支援体制の強化 

➢ 入学後の早い時期からの生徒や保護者を対象とした就職ガイダンスの実施 

➢ ＩＣＴを積極的に活用した情報提供等により就職に向けた意識の醸成や県内産

業等への理解の促進 

➢ 職業人に求められる資質能力の育成に向けた資格取得等に係る支援の一層の充

実 

➢ 産業界のデジタル化に対応できる人材を育成するため、地域や産業界と連携し

た実践的・体験的な学習活動の一層の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・地域の企業や教育機関等を訪問する体験活動の推進 

・地域の人材による地域の魅力への理解を深める講演会や熟議の開催 

・地域や地域産業の魅力を知るためのセミナーの実施 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・ＩＣＴ環境を活用した職場体験やインターンシップ等の体験活動の充実 

・最先端の研究を行っている大学教授等によるオンライン講座、大学生との交流 

・教育データ※を活用することで、児童生徒の主体的な学びの支援や誰一人取り残

されることのない学びを実現 

・ＩＣＴを活用した就職ガイダンスの充実と情報提供 

・やまぐちスマートスクールポータルサイトを活用した県内大学等に関する情報

の発信 

 

 

 

 

 

就職支援の充実 県内企業就職説明会 
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【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

中学校・高校卒業者のうち進路決定

者の割合 

中 99.0% 

高 97.2% 

(2021(令和３)年度) 

中 99.5％ 

高 99.0％ 

(2027(令和９)年度) 

将来の夢や目標をもっている児童

生徒の割合（公立小・中学校） 

小 83.9% 

中 66.1% 

(2023(令和５)年度) 

小 88.0％ 

中 75.0％ 

(2027(令和９)年度) 

地域と連携して「1/2 成人式」や「立

志式」を行っている公立小・中学校

の割合 

小 26.7% 

中 37.9% 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

高校生等の就職決定率 
99.7％ 

(2022(令和４)年度) 

100％ 

(2027(令和９)年度) 

高校生等の県内就職割合 
83.0％ 

(2021(令和３)年度) 

90.0% 

(2027(令和９)年度) 

在学中に体験的なキャリア教育(イ

ンターンシップ、大学・企業訪問等)

を経験した高校生等の割合 

高 97.9％ 

(2022(令和４)年度) 

高 100% 

(2027(令和９)年度) 

 

※キャリア・パスポート：児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、

特別活動の学級活動及びホームルーム活動を中心として、各教科等と往還し、自らの学習状況やキャリア

形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫されたポートフォ

リオのこと 

※やまぐち教育応援団：社会全体による教育の推進のため、子どもの教育活動を支援する県内の事業所や団

体、地域人材等を認証・登録する制度。2008（平成 20）年に創設し、2023(令和５)年 1月末時点で 4943人

の事業所等団員を登録 

※県内就職者：県内の高校に在籍する新規高卒予定者のうち、県内企業に就職する高校生等 

※就職サポーター：就職相談、求人開拓など、就職支援を行う非常勤職員 

※教育データ：児童生徒の学習面及び生活・健康面のデータ、教員の指導・支援等のデータ、学校・学校設

置者の運営・行政データを指すが、基本は初等中等教育段階の学校教育における児童生徒のデータをいい、

定量的データ（テストの点数等）だけでなく、定性的データ（成果物、主体的に学習に取り組む態度、教

員の見取り等）も対象 
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⑧ 教育ＤＸの推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  Society5.0 時代を生きる子どもたちは、タブレット端末をはじめとするＩＣＴを

活用しながら主体的に学びに取り組み、これからの時代に必要な情報活用能力※等の

資質能力を一層高めることが求められています。 

○  国が進める「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向けて、2020(令和２)年度に校内

通信ネットワークと義務教育課程の１人１台タブレット端末を整備するとともに、

全国に先駆けた本県独自の取組として、高等学校や特別支援学校高等部等にも１人

１台タブレット端末を整備しました。 

○  現在、整備されたＩＣＴ環境を効果的に活用し、「個別最適な学び」と「協働的な

学び」を一体的に充実させて子どもたちの可能性を最大限に広げる「やまぐちスマー

トスクール構想※」の推進に取り組んでいるところです。 

○  その結果、コロナ禍においても、児童生徒の学びの保障を実現するとともに、ＩＣ

Ｔを活用して学びを深める授業実践の充実が図られてきました。 

○  しかしながら、１人１台タブレット端末等のＩＣＴ環境が最大限活用されている

とは言い難く、今後は、ＩＣＴの効果的な活用をさらに促進し、日常化することで、

教育の質のさらなる向上を図ることが求められます。 

○  また、ＩＣＴの活用による校務の効率化を通じて、教職員の負担軽減・働きやすさ

の向上を図ることが必要です。 

○  さらに、教育データの活用によるエビデンスに基づいた学校教育の変革等、デジタ

ル技術とデータを活用して、知見の共有と新たな教育価値の創出をめざす教育ＤＸ

を推進していくことが必要です。 

 

【今後の方向性】 

○  児童生徒が、情報を主体的に捉えながら何が重要かを考え、見出した情報を活用し

ながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑む上で必要となる能力である情報活用

能力の育成に向けて、１人１台タブレット端末の活用を促進するとともに、教職員の

ＩＣＴ活用指導力の向上を図ります。 

○  教育データを効果的に活用し、主体的に学ぶことができる児童生徒の育成と誰一人

取り残されることのない教育を実現する等、学習モデルの質的な変革等の新たな価値

の創出を通じて、児童生徒の「学び方」と教員の「教え方」の改革を推進します。 

○  ＩＣＴの校務への活用を推進する体制を整備し、校務の効率化と利便性の向上を

図ることで、教職員の「働き方」改革を推進します。 

 

 

（２） 新たな時代を創造する人材を育む教育の推進 



- 60 - 

 

【主な取組】 

■ＩＣＴを活用した児童生徒の資質能力の育成 

➢ 児童生徒の情報活用能力の育成をめざし、これまでの教育実践と１人１台タブ

レット端末等のＩＣＴ環境やＡＩ等の先端技術のベストミックスによる「個別

最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を通じた「主体的・対話的で深

い学び」の実践 

➢ 児童生徒が情報に対する責任ある考えや行動をしようとする態度を身に付ける

ため、様々な教育活動を通じた情報モラル教育の充実 

➢ １人１台タブレット端末の家庭への持ち帰りを含め、家庭学習におけるＩＣＴ

の活用を進めることによる活用の日常化の促進 

➢ ＩＣＴ活用コンテストやデータサイエンティスト※育成講座等の開催を通じた、

ＩＣＴスキルの向上やトップレベルの人材をめざす意識の醸成等、これからの

本県を担うデジタル人材に必要な資質能力の育成 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教職員のＩＣＴ活用指導力の向上 

➢ 「山口県教員育成指標※」に示されている、ＩＣＴ

や情報・教育データの利活用について各キャリアス

テージにおいて求められる資質能力の向上を図る

ため、教員のＩＣＴ活用指導力のレベルに応じた研

修の実施 

➢ 専門研修やサテライト研修に加え、教職員支援機構

（ＮＩＴＳ）と連携して育成したＩＣＴ活用推進リ

ーダーを核とした各学校・地域での研修やオンライ

ン研修等の多様な研修機会の創出 

 

 

 

  

ＩＣＴ活用コンテスト データサイエンティスト育成講座 

１人１台タブレット端末を活用した授業 
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■ＩＣＴを活用するための環境の整備 

➢ 公教育の必須ツールである１人１台タブレッ

ト端末環境を前提とした、端末の管理システム

や適切な通信環境の維持及びその他のＩＣＴ

機器の充実 

➢ 個人情報の適正な取扱いを確保した教育ダッ

シュボード※の構築による校務や学習の様々な

教育データの可視化を通じた、困難を抱える児

童生徒の早期発見や「個別最適な学び」の実現

等、支援や指導の改善・充実 

 

■ＩＣＴ活用推進体制の整備と校務の改善 

➢ 教員の日常的なＩＣＴ活用のサポートに向けた、ＩＣＴ支援員※の配置及びヘル

プデスクの設置 

➢ 校務系と学習系のシステムの統合やクラウド化※による業務の効率化の推進及

びクラウド型採点システム※の導入や統合型校務支援システム※の改修と活用の

促進による成績処理等の事務作業における負担の軽減 

➢ 県教育委員会と市町教育委員会が連携したＩＣＴ活用を支援する組織体制の整

備と、その体制を活用したＩＣＴの利活用状況・指導力の格差解消及び好事例の

創出・横展開 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・教育データの活用や家庭での１人１台タブレット端末の活用等、ＩＣＴの適切か

つ効果的な活用に向けた学校運営協議会での協議の推進 

・地域・社会での学習を通じた情報活用能力の向上に向けた、総合的な学習（探究）

の時間等における１人１台タブレット端末の活用の促進 

・学校・家庭・地域が一体となった情報モラル教育の推進に向けた、保護者等も参

加する情報モラル教室の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴを活用した海外との遠隔授業 
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【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

学習者用端末を活用した学習活動

に、情報活用能力の向上の効果があ

ると感じている生徒の割合（特別支

援学校を除く県立学校） 

87.1％ 

(2022(令和４)年度) 

95.0% 

(2027(令和９)年度) 

情報活用の基盤となる知識や態度

について指導する能力を有する教

員の割合（公立小・中・高等学校、

中等教育学校、特別支援学校） 

85.8％ 

(2021(令和３)年度) 

90.0% 

(2027(令和９)年度) 

授業にＩＣＴを活用して指導する

能力を有する教員の割合（公立小・

中・高等学校、中等教育学校、特別

支援学校） 

77.9％ 

(2021(令和３)年度) 

85.0% 

(2027(令和９)年度) 

教育ダッシュボードで可視化した

教育データを活用している学校の

割合（県立学校） 

0.0％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

 

※情報活用能力：必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較

したり、得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有することができる力。

学習活動を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得や、プログラミング的思考、情報モラ

ル、情報セキュリティ、統計等に関する資質能力等を含む。 

※やまぐちスマートスクール構想：１人１台タブレット端末等のＩＣＴ環境を効果的に活用し、「個別最適な

学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させ、子どもたちの可能性を広げるための学校づくりを推進す

る構想 

※データサイエンティスト：情報処理、人工知能、統計学等の情報科学系の知見に基づき、データから価値

を創出し、ビジネス課題に答えを出す専門人材 

※山口県教員育成指標：教員がキャリアステージに応じて計画的・継続的に資質能力の向上を図るための目

安を具体的に示したもの 

※教育ダッシュボード：児童生徒の教育データをグラフや表等で可視化し、児童生徒やクラスの状況をより

的確に把握できるようにするための画面や機能 

※ＩＣＴ支援員：学校における教員のＩＣＴ活用（例えば、授業、校務、教員研修等の場面）をサポートす

ることにより、ＩＣＴを活用した授業等を教員がスムーズに行うための支援を行う者 

※クラウド化：今までクラウドサービスを利用していなかった既存のシステムや業務のクラウドへの移行 

※クラウド型採点システム：答案用紙をスキャンしたデータをクラウド上に保存し採点するシステムであり、

選択式の解答の自動採点や得点の自動集計等の機能を有するもの 

※統合型校務支援システム：教務系（成績処理、出欠管理、授業時数管理等）、保健系（健康管理、保健室来

室管理等）、学籍系（指導要録等）、学校事務系等を統合した機能を有しているシステム 
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⑨ グローバルに活躍する人材の育成 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  グローバル人材に必要とされる総合的な英語力の育成に向けて、小中高連携英語

教育推進校※や研修協力校※の取組により、小・中・高等学校が連携した研修機会を

充実させ、校種間のつながりある指導を推進してきました。 

○  また、外国語指導助手（ＡＬＴ）との連携やＩＣＴの活用を通して、子どもたちが

実際に英語によるコミュニケーションを行う機会を充実させ、英語学習に主体的に

取り組む態度の育成を推進しています。 

○  さらに韓国慶尚南道との教育交流事業を推進するとともに、2023(令和５)年１月

にハワイ州教育局との教育分野の協力に関する覚書を締結し、国際交流への機運の

醸成、英語力、コミュニケーション力の育成の推進に取り組んできました。 

○  その結果、目標とする英語力を身に付けている生徒

の割合が増えており、５つの領域※における総合的な英

語力の育成に向け、一定の成果が出ていると考えてい

ます。 

○  しかしながら、コロナ禍で海外との交流が減少して

いることが課題であり、ＩＣＴの活用などによる新た

な交流機会の創出が必要です。 

  

 

 

【今後の方向性】 

○  小・中・高等学校等の連携を一層促進するとともに、言語活動を通した指導の充実

や指導と評価の一体化を進め、英語でコミュニケーションを図る資質能力の確実な

育成を推進します。 

○  児童生徒の国際的視野を広げ、英語学習に主体的に取り組む態度を育成するため、

海外姉妹校との連携強化や留学生の受入れ、オンラインも含めた国際交流の機会の

充実に取り組みます。 

○  世界に向けた広い視野と地域の身近な問題に目を向ける視点の両方をもつ人材を

育成するため、国際協調・協力を実践する態度等を育む教育活動を推進するととも

に、地域課題について探究する機会の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

ハワイ州教育局との教育分野の 

協力に関する覚書締結 
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【主な取組】 

■英語によるコミュニケーション能力の育成 

➢ ５つの領域における総合的な英語力の育成に

向けた小・中・高等学校等の連携による英語

教育の一層の推進 

➢ 言語活動を通した指導の充実や指導と評価の

一体化の推進、ＩＣＴの活用促進に向けた研

修、ＡＬＴや教員に対する研修の充実 

➢ 小学校英語専科教員の配置拡充 

➢ デジタル教科書の活用の促進 

 

■海外との交流の促進 

➢ 海外の教育機関との連携に基づく、オンラインも含めた交流機会の充実 

➢ 海外留学の促進及び留学生受入れによる国際交流機会の充実 

➢ 教育活動におけるＡＬＴの活用の一層の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■グローバル・リーダーの育成 

➢ 海外における言葉や文化の異なる他者との協働的な学びや探究的な学び等を通

じたグローバルな視野を育む教育の推進 

➢ グローバルな視点を踏まえながら地域課題を探究するセミナー等の実施 

➢ 大学等の教育機関と連携した国際的な課題や地域の課題についての深い学びの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＬＴによる学校の枠を越えた英語セミナー 

海外の現地高校生等との交流 

海外フィールドワークでの SDGsに係る体験学習 
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コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・地域の小・中・高等学校等が連携した英語教育の推進 

・学生との協働による探究活動など、大学等と連携した深い学びの推進 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・英語の授業におけるＩＣＴの活用促進に向けた研修の実施 

・オンラインによる海外との交流の促進 

 

【推進指標】 

 

 

※小中高連携英語教育推進校：小・中・高等学校のつながりを意識した英語教育の充実を図る目的で、県内

７つの地域のそれぞれにおいて、共通の研究テーマを定め、授業公開や研究協議を実施する小・中・高等

学校 

※研修協力校：県内における研修機会の提供と研究成果の普及を目的として、授業公開や研究協議を実施す

る小・中・高等学校 

※５つの領域：英語でコミュニケーションを図る資質能力を育成するための目標を設定している各領域（「聞

くこと」、「読むこと」、「話すこと[やり取り]」、「話すこと[発表]」、「書くこと」） 

   

指標名 現状値 目標値 

中学校卒業段階で英検３

級相当以上、高等学校卒

業段階で英検準２級相当

以上を達成した中高生の

割合 

中学校卒業段階 50.7％ 

高等学校卒業段階 48.3％ 

(2022(令和４)年度) 

中学校卒業段階 60.0％ 

高等学校卒業段階 60.0％ 

(2027(令和９)年度) 

高等学校卒業段階で英検

２級相当以上を達成した

高校生の割合 

20.6％ 

(2022(令和４)年度) 

30.0％ 

(2027(令和９)年度) 

海外の教育機関等と交流

した（オンラインによる

交流も含む）学校の割合

（県立高等学校等） 

54.2％ 

(2022(令和４)年度) 

100％ 

(2027(令和９)年度) 
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⑩ 新たな価値を創造する人材の育成 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  高等学校においては、体験的・探究的活動に重点を置いた理数教育の充実を図り、

知的好奇心をもって主体的に学ぼうとする態度や、科学的に探究する能力、創造的な

思考力などの育成に資する取組を推進しています。 

○  また、県立高校に探究科を設置し、協働的・課題解決的な学習活動を行うことにより、

情報活用能力や課題解決能力、コミュニケーション能力等を育むとともに、思考力・判断

力・表現力などを高める教育を推進してきました。 

○  さらに、地域や産業界との連携の下、課題解決学習や資格取得の促進など、実践的・

体験的な学習活動を推進し、将来の職業人として必要な知識や技術、能力や態度を育

てる教育活動の充実に取り組んできました。 

○  その結果、様々な課題研究発表会や論文コンテストへ参加する県立高校等の生徒数が

増加しました。 

○  また、専門高校等で学ぶ生徒を対象とした全国産業教育フェアで開催されるコンテ

ストをはじめ、学科の特色を生かした様々なコンテストや競技大会における上位入

賞等の実績を残してきました。 

○  しかしながら、多様な人と協働しながら課題解決をする探究学習やＳＴＥＡＭ教育※等

の教科等横断的な学習の充実については、各学校の取組状況に差があるため、一層の充

実が必要です。 

○  一方で、持続可能な社会の発展に向けて、新たな知を創り出し、多様な知をもち寄っ

て「総合知」として活用し、新たな価値を生み出す創造性を有して既存の様々な枠を越え

て活躍できる人材の育成の必要性も指摘されています。 

○  加えて、デジタル化の進展や急速な産業構造等の変化に対応できる人材を育成す

るため、産業界のニーズに応じた専門知識や技術を身に付けた人材の育成が求めら

れています。 

 

【今後の方向性】 

○  学習指導要領を踏まえ、児童生徒が主体的に課題を発見し、多様な人と協働しながら

課題を解決する探究学習やＳＴＥＡＭ教育等の教科等横断的な学習の充実を図ります。 

○ 「社会に開かれた教育課程※」の実現に向けて、普通科改革、先進的なグローバル・理

数系教育、産業界と一体となった外部リソースも活用した実践的な教育等を通じて、各

高等学校等の特色化・魅力化を促進します。 

○  整備されたＩＣＴ環境やデジタル化対応産業教育装置を積極的に活用し、専門分

野に関する知識・技術の深化と実践力の育成、将来の地域産業を支える人材の育成に

向けた取組を推進します。 

○  各教科等の授業において、起業への理解促進や起業体験活動を推進します。  

○  専門高校で学ぶ生徒に対して、脱炭素社会の実現に向けた意識の醸成と必要な資

質能力を身に付けた人材を育成します。 
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【主な取組】 

■探究・ＳＴＥＡＭ教育の充実に向けた取組 

➢ 探究科などにおける大学等と連携・協働した課

題解決型学習（ＰＢＬ※）や研究発表会の実施 

➢ 県教委が独自に開発した探究的な学習に資す

るプログラムを活用した取組の推進 

➢ 大学・民間団体等と連携した学校外での学びの

機会や、国際科学コンテストなど国内外の生徒

が切磋琢磨し、能力を伸長する機会の充実 

 

■理数教育の充実に向けた取組 

➢ 理数科・探究科を設置する高等学校における課題研究などの探究的な学習活動の

推進 

➢ やまぐちサイエンス・キャンプ※など、大学等と連携した体験的・探究的な学習

活動の推進 

➢ スーパーサイエンスハイスクール※における創造性等を高める指導方法の研究開

発及び成果の普及 

 

 

 

■高等学校の特色化・魅力化に向けた取組 

➢ 大学等での高度な学修の基盤となる確かな学力の向上をめざした協働的・探究的

な教育活動の充実 

➢ 各高校のスクール・ミッション※に基づく特色・魅力ある学びの実現に向けた、

生徒・保護者のニーズに応える普通科改革の検討 

➢ スクール・ポリシー※を起点としたカリキュラム・マネジメントを通じた組織的

かつ計画的な教育活動の実施及び検証・改善 

 

 

 

 

 

 

協働的・探究的な教育活動 

探究学習の成果発表大会 

 

やまぐちサイエンス・キャンプ 
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■職業教育の充実 

➢ 地元企業等と連携しながら、デジタル化対応産業教育

装置を活用した実践的な実習による産業界のＤＸに

対応できる人材の育成 

➢ １人１台タブレット端末等のＩＣＴ環境を効果的に

活用し、基礎から高度な資格取得まで生徒の意欲やス

キルに応じた講習会の実施 

➢ 山口マイスター※等の熟練技能者の積極的な活用によ

る技術講習会等の実施 

➢ 介護分野における多様で質の高い福祉サービスを提供できる人材の育成に向け

た「介護職員初任者研修」等の実施 

➢ 学習意欲の向上や自己有用感を高めることができる「きらめき検定」（山口県特

別支援学校技能検定）の実施 

 

■起業家教育※（アントレプレナーシップ教育）の推進 

➢ 新事業創出や社会課題解決に向け、新たな価値の創造に取り組む姿勢や発想・能

力等の醸成  

➢ 異なる学科と連携・協働した商品開発や探究活動等の実施 

 

■脱炭素等、これからの社会における成長分野を担う人材の育成 

➢ 専門高校とカーボンニュートラルに取り組む企業が連携し、学科の専門性に応

じた研修や現場見学、現場実習の実施 

➢ 県教育委員会が指定した専門高校における研究活動の推進と成果の普及 

   

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・地域の企業等と連携した地域の課題解決に向けて取り組む探究的な学習活動の

充実 

・スクール・ポリシーを踏まえ、学校運営協議会を活用しながら日々の教育活動検

証・改善 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・ＩＣＴを効果的に活用した海外、他県、他校等とのオンライン学習などの充実 

・ＩＣＴ環境やデジタル化対応産業教育装置を活用した研修講座の実施 

・ドリカムゼミ（対面とオンラインを組み合わせたハイレベル課外授業）の実施 

 

 

 

 

 

 

デジタル化に対応した放電加工機実習 
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【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

県教委が独自に開発した探究的な学

習に資する教育プログラムを活用し

た公立高校の割合 

55.1％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

産業界等と連携した学習活動（イン

ターンシップ、共同研究等）を行って

いる県立高校の割合 

97.9％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

大学等と連携した理数教育に関する

体験的・探究的な学習活動に参加し

た普通科設置校の割合 

37.0％ 

(2022(令和４)年度) 

70.0％ 

(2027(令和９)年度) 

 

※ＳＴＥＡＭ教育：Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学・ものづくり）、Liberal Arts

（芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等）、Mathematics（数学）等の各教科での学習を実社会で

の課題解決に生かしていくための教科等横断的な教育 

※社会に開かれた教育課程：「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目標を学校と社会が共有し、

連携・協働しながら、新しい時代に求められている資質能力を育むための、学習指導要領の基本的な理念 

※ＰＢＬ：課題解決型の学習（「PBL」は Project Based Learning の略） 

※やまぐちサイエンス・キャンプ：観察・実験、実習を通して、サイエンスに関わる魅力を実感し、課題に

対して自ら挑戦する意欲の向上と、論理的思考力、観察・実験の技能の伸長を図ることを目的とした取組 

※スーパーサイエンスハイスクール：文部科学省の指定を受け、未来を担う科学技術系人材を育てることを

ねらいとして、理数系教育の充実を図る取組を行う学校 

※スクール・ミッション：各高校の存在意義や教育理念、期待されている社会的役割、めざすべき学校像に

ついて、在籍する生徒及び教職員その他学校内外の関係者に対して分かりやすく示したもの 

※スクール・ポリシー：高等学校が、高等学校学習指導要領に定めるところにより、入学選抜時から卒業時

までの教育活動を一貫した体系的なものに再構成するとともに、教育活動の継続性を担保するために作成

し、公表する３つの方針（グラデュエーション、カリキュラム、アドミッション）のこと 

※山口マイスター：技術者の地位及び技術水準の向上を図るため、ものづくりの分野において優れた技術を

有し、次世代技術者の育成に意欲があると知事から認定された者 

※起業家教育：急激な社会関係の変化を受容し、新たな価値を生み出していく精神（アントレプレナーシッ

プ）を備えた人材の創出のための教育の総称 
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(３) 誰一人取り残すことのない教育の推進 
 

⑪ いじめ・不登校等の諸課題への取組の充実 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  豊かな心をもち、たくましく生き抜く児童生徒の育成に向け、指導資料等を基に、

心の教育の基盤となる発達支持的生徒指導※の推進に取り組んできました。 

○  また、問題行動や不登校の早期発見・早期対応等に向けた組織的な取組や、学校・

家庭・地域が連携した体制づくり、やまぐち総合教育支援センター等での相談・支援

体制づくりを図ってきたところです。 

○  これまでの取組の結果、いじめの定義や積極的な認知に対する理解が広がったこ

となどで、いじめの認知件数が増加し、早期対応につながったと考えています。 

○  しかしながら、いじめが複雑化・深刻化し、いじめ防止対策推進法に定める「いじ

め重大事態」などの早期解決が難しいケースも発生しています。 

○  加えて、長引くコロナ禍により児童生徒を取り巻く家庭・地域社会の在り方が大き

く変容する中、学校における暴力行為やいじめ等の児童生徒の問題行動が多様化、複

雑化しています。 

○  特に、小学校及び中学校の不登校出現率は、近年、全国平均を上回るなど憂慮すべ

き状況にあることから、こうした諸課題への対応は喫緊の課題になっています。 

 

 

山口県の不登校児童生徒数と(1,000人当たりの出現率)の状況 

年度 小学校 中学校 高等学校 

2018(平成 30)年度 413 人(4.7 人) 1,092 人(31.4 人) 287 人(8.5 人) 

2019(令和元)年度 500 人(6.1 人) 1,322 人(38.6 人) 310 人(9.4 人) 

2020(令和２)年度 611 人(7.4 人) 1,455 人(42.8 人) 267 人(8.3 人) 

2021(令和３)年度 807 人(12.4 人) 1,796 人(52.8 人) 348 人(11.2 人) 

 

【今後の方向性】 

○  いじめ等の問題行動や不登校の未然防止のために、心の教育の取組の基盤となる

発達支持的生徒指導の充実を図ります。 

○  問題行動等の早期発見・早期対応に向けた組織的な取組を充実するため、校内体制

の整備と校種間連携を強化するとともに、学校・家庭・地域が連携した体制づくりを

推進します。 

○  ＳＮＳなどの多様な方法により、児童生徒の悩みやＳＯＳを幅広く受け止める相

談体制の強化を図るとともに、外部専門家や関係機関等との更なる連携や、緊急時

等の学校への支援体制の充実を図ります。 

 

（３） 誰一人取り残されることのない教育の推進 

出典：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 
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【主な取組】 

■心の教育の取組の基盤となる発達支持的生徒指導の充実 

➢ 好ましい人間関係づくりを促し、児童生徒の自己理解力、コミュニケーション力、共

感性等を含む社会的資質能力を育むための「心の教育推進の手引き」等の活用促進 

➢ スクールカウンセラーによる児童生徒

の心の育成を行う「心理教育プログラ

ム」を一層充実し、「ＳＯＳの出し方に関

する教育」等による自殺予防教育の更な

る推進 

➢ 生命（いのち）を大切にし、子どもたち

を性暴力・性犯罪の加害者、被害者、傍

観者にさせないための「生命（いのち）

の安全教育」の推進 

  

■問題行動や不登校の早期発見・早期対応に向けた組織的な取組の充実 

➢ 入学前後の教育相談の充実やＦｉｔ※等の生活アンケートの積極的な活用、ＳＮＳ

等を活用した幅広い相談体制づくりによる児童生徒理解の深化 

➢ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー※などの

専門家の派遣、関係機関との連携等による児童生徒・家庭・学校等への一層の支援

の充実・強化 

➢ 犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめなど学校のみでは対応しき

れない困難な事案における、警察等の関係機関との連携・協力の促進 

➢ 警察等関係機関と連携したネットトラブル防止に向けた情報モラル教育の推進 

➢ 不登校児童生徒のステップアップルーム※を活用した学びの保障及び教室の復帰

に向けた支援や教育支援センター（適応指導教室）等との連携強化の促進 

   

■教育活動全体を通じて行う道徳教育の充実 

➢ 「やまぐちっ子の心を育む道徳教育」プロジェクトの実施に基づく道徳科の特質

を生かした授業改善や全校体制による道徳教育の推進 

➢ 家庭や地域と連携した道徳教育の推進 

 

■学校・家庭・地域が連携した体制づくり 

➢ コミュニティ・スクールや地域協育ネットとの連携、フォーラムの開催等による、

いじめの防止等に向けた学校・家庭・地域が一体となった社会総がかりでの取組の

充実 

 

 

 

 

 

生徒指導担当教員等を対象とした生徒指導研修会 
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■やまぐち総合教育支援センターの相談・支援体制の充実 

➢ 児童生徒や親に対する教育相談機能の強化に向けた「子どもと親のサポートセン

ター※」や「ふれあい教育センター※」における、電話相談やメール相談、来所相談

の充実 

➢ スクールソーシャルワーカーや学校、医療、福祉など、関係機関と連携した家庭へ

の支援を行うための体制づくり 

 

■緊急時等の学校への支援体制の充実 

➢ 学校での重大な事件・事故等の発生時における事態の深刻化の防止や早期解決、児

童生徒の安全確保や二次的被害の防止を目的とした専門家の早期派遣 

➢ いじめの重大事態発生時における早期解決を目的とした、いじめ防止対策推進法

に基づく調査の実施や児童生徒等の心のケア、学校復帰後の学校生活等への適応

に向けた外部専門家の派遣 

 

■不登校児童生徒等に対する多様な教育機会の確保 

➢ 不登校児童生徒に対するオンラインでの授業配信による学習支援やスクールカウ

ンセラー等による相談・カウンセリングなど、ＩＣＴを効果的に活用した支援の推

進 

➢ ステップアップルームへの専属教員の配置や対象生徒の個別支援など、不登校等

生徒への支援の充実 

➢ 学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）※の設置検討に向けた調査の実施 

 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・子どもの未来を考えるフォーラムを開催し、不登校に対する理解を深めるととも

に、学校・家庭・地域が一体となった支援の充実 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・不登校児童生徒に対する１人１タブレット端末を活用した授業配信による学習

支援 

・スクールカウンセラー等による相談、カウンセリングをオンラインで行うなど、

ＩＣＴを効果的に活用した支援 

・ＳＮＳを活用した児童生徒の悩みやＳＯＳを幅広く受け止める相談体制の強化 
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【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

「いじめはどんな理由があってもい

けないことだ」と思っている児童生

徒の割合（公立小・中学校） 

小 84.2％ 

中 81.9％ 

(2023(令和５)年度) 

小 87.8％ 

中 86.1％ 

(2027(令和９)年度) 

いじめの解消※率（公立小・中・高等

学校、特別支援学校） 

97.6% 

(2021(令和３)年度) 

100％ 

(2027(令和９)年度) 

1,000人当たりの不登校児童生徒数 

（公立小・中・高等学校） 

小・中 26.6人 

高 9.5人 

(2021(令和３)年度) 

小・中 19 人 

高 6.0 人 

(2027(令和９)年度) 

不登校児童生徒のうち、学校内外の

機関等で相談・指導等を受けている

児童生徒数の割合（公立小・中・高等

学校） 

67.6% 

(2021(令和３)年度) 

100％ 

(2027(令和９)年度) 

1,000人当たりの暴力行為発生件数 

（公立小・中・高等学校） 

6.0 件 

(2021(令和３)年度) 

4.0 件 

(2027(令和９)年度) 

  

 

※発達支持的生徒指導：特定の課題を意識することなく、全ての児童生徒を対象に、学校の教育目標の実現

に向けて、教育課程内外の全ての教育活動において進められる生徒指導の基盤となるもの 

※Ｆｉｔ：児童生徒対象の学校生活等への適応感を測定するためのアンケート調査 

※スクールロイヤー：法的側面からのいじめ予防教育の実施や学校における法的相談に対応する弁護士 

※ステップアップルーム：市町立学校を対象に設置した、通常の学級での学習や集団での生活が困難となっ

た生徒の支援を行う特別の教室 

※子どもと親のサポートセンター：子育て、インターネットに関するトラブル、家庭教育や学校教育等、子

どもの教育に関する全般的なことや、いじめ・不登校などについて、子どもや保護者及び教職員に対する

相談・支援を行うやまぐち総合教育支援センター内の組織 

※ふれあい教育センター：発達に不安や心配のある子どもの家庭教育や就学、特別支援教育等について、子

どもや保護者及び教職員に対する相談・支援を行うやまぐち総合教育支援センター内の組織 

※学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）：不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保のため、

不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校 

※いじめの解消：少なくとも、①いじめに係る行為が止んでいること（少なくとも 3か月間）、②被害児童生

徒が心身の苦痛を感じていないことを満たしている状態（文部科学省「いじめ防止等のための基本的な方

針」） 
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⑫ 特別支援教育の推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  特別な教育的支援を必要とする障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加に向け

て、障害の状態等に応じた適切な指導や必要な支援を受けることができるよう、本県

特別支援教育の充実を図ってきました。 

○  具体的には、複数の障害を対象とする総合支援学校※への改編や地域コーディネー

ター※による小・中・高等学校等の支援を行う体制を整えるなど、身近な地域で専門

的な教育が受けられる環境の整備を進めてきました。 

○  その結果、総合支援学校において障害の重度・重複化、多様化に応じた教育課程の

編成や学科の改編を実施するとともに、地域交流スペースを取り入れた施設等の整

備を着実に進めることができました。 

○  また、全ての公立幼・小・中・高等学校等では校内コーディネーター※の指名、校

内研修の実施等、校内の相談支援体制の整備が概ね完了しています。 

○  加えて、全ての県立高等学校等において、必要とする生徒に対して、通級による指

導が実施可能となる体制を整えました。 

○  しかしながら、近年、特別支援教育を受ける児童生徒は増加傾向にあり、インクル

ーシブ教育システム※構築のための特別支援教育の推進に向けて、整備した体制の更

なる充実が求められています。 

 

【今後の方向性】 

○  特別な教育的支援を必要とする障害のある幼児児童生徒がきめ細かな指導や切れ

目ない支援により、自己のもつ力や可能性を最大限に伸ばし、より身近な地域で適切

な指導や必要な支援を受けることのできる体制の充実を図ります。 

○  共生社会の実現に向けて、全ての幼児児童生徒が共に学び、支え合い、将来を見据

えて地域社会の一員として心豊かに成長できることをめざす活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合支援学校における地域との交流による実践的・体験的な学習活動 
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【主な取組】 

■総合支援学校における教育の充実 

➢ 障害の多様化に応じた弾力的な教育課程の編成と行動面等で著しい困難さを示す

児童生徒への指導・支援や自立活動の指導の充実 

➢ 就業実践科の成果の普及や地域交流スペース等を活用した実践的・体験的な学習

活動などのキャリア教育の充実 

➢ 医療的ケアを必要とする児童生徒が安全・安心に学校で学ぶことができるよう、

ガイドラインの整備と校内外における学習環境の整備 

➢ 幼児児童生徒数の増加等に伴う教室不足の解消や障害の重度・重複化に対応した

施設整備の推進 

 

 

■高等学校等における特別支援教育の充実 

➢ 特別支援教育推進教員※や地域コーディネーター等と連携した個別の教育支援計

画※や個別の指導計画※の作成と活用の推進 

➢ 発達障害等のある生徒への指示や発問の仕方について工夫や配慮をするなど、特

別支援教育の視点を取り入れた授業づくりの推進 

➢ 障害による学習上又は生活上の困難を改善または克服するための通級による指導

をはじめとする適切な指導の充実 

 

 

障害のある特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒の
「自立と社会参加」の実現

・ 特別な教育的支援を必要とする障害のある幼児児童生徒が、きめ細かな指導や切れ目ない支
援により、自己のもつ力や可能性を最大限に伸ばし、自立・社会参加ができる。

・ 特別な教育的支援を必要とする障害のある幼児児童生徒が、より身近な地域で適切な指導や
必要な支援を受けることができる。

・ 全ての幼児児童生徒が共に学び、支え合い、将来を見据えて地域社会の一員として心豊かに成
長できる。

山口県がめざす特別支援教育の姿（方向性）

「共生社会」の実現に向けたインクルーシブ教育システムの構築・推進

■インクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進

・ 一人ひとりに応じた指導や支援の充実

・ 多様な学びの場の整備・充実

・ 切れ目ない指導や支援の充実

１ 総合支援学校における教育の充実

２ 高等学校等における特別支援教育の充実

３ 小・中学校における特別支援教育の充実

４ 早期からの切れ目ない支援体制の充実

５ 特別支援教育を推進する体制の充実

山口県の特別支援教育推進の柱

・「自立」の捉え方は多様であり、また、一人ひとり、社会参加の形も様々であると考えられます。
・県教委では、「障害のある幼児児童生徒が、社会の中でどう生きていくかを踏まえて、安心できる環境
のもと、自己決定に基づき、自分の長所と可能性を伸ばし、もてる力を最大限に発揮して、学校や社会
の中で、必要に応じて支援を受けながら、自分の役割を果たし、自分らしい生き方を実現している」こ
とを「自立」と捉えます。
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■小・中学校における特別支援教育の充実 

➢ 全ての教員が、多様な実態のある児童生徒が互いに認め合える集団づくりを実践

することのできる専門性の向上 

➢ 通常の学級において、全体への手立てと個への手立てを具体化するなど、特別支

援教育の視点を取り入れた授業づくりの推進 

➢ 特別支援学級や通級による指導の担当者が障害の状態に応じた自立活動の実践を

進めることのできる専門性の向上 

 

■早期からの切れ目ない支援体制の充実 

➢ 個別の教育支援計画の活用による医療・保健・福祉等と連携した相談・支援体制

の充実 

➢ 教育支援に関わる関係者や保護者の理解が進むよう、就学先決定の方法や多様な

学びの場等についての周知 

➢ 幼児児童生徒への指導・支援や合理的配慮に関して、学校・園における情報の確

実な引継ぎと進学先での継続的な取組の推進 

 

■特別支援教育を推進する体制の充実 

➢ 特別支援教育センター等に配置した地域コーディネーターによる学校・園への訪

問支援等を通した各学校の相談支援の実効性の向上 

➢ 総合支援学校教員や特別支援学級を担当する教員の視覚障害・聴覚障害などの各

障害種に関する専門性の継承と向上 

➢ コミュニティ・スクールを核とした交流及び共同学習や特別支援教育フェスティバ

ル等の障害及び障害者理解を深める特色ある取組の推進 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・地域の施設等での清掃活動や地域交流スペースを活用したカフェ運営等を通じ

た実践的・体験的な学習活動の推進 

・地域住民や企業・大学等の専門家の参画や協力を得て実施する、総合支援学校と

小・中・高等学校等との交流及び共同学習の推進 

・児童生徒の芸術作品展と作業製品販売とを一体的に実施する特別支援教育フェ

スティバルの開催 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・拡大読書器、理解や意思表示を支援するためのＩＣＴによる入出力支援機器等、

障害の特性に応じたＩＣＴ機器や補助具の活用の推進 

・社会体験の一層の充実に向けたオリジナルＶＲ動画の作成と活用の推進 

・企業との連携による、将来の職業生活に向けたＩＣＴ活用に係る知識や技能の習

得を促す指導方法等の開発 
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【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

総合支援学校高等部の就職希望生徒

の就職決定率 

98.8％ 

(2022(令和４)年度) 

100％ 

(2027(令和９)年度) 

公立幼・小・中・高等学校等において、

個別の教育支援計画の作成を必要と

する幼児児童生徒のうち、実際に作

成されている幼児児童生徒の割合 

89.2％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

公立幼・小・中・高等学校等において、

個別の指導計画の作成を必要とする

幼児児童生徒のうち、実際に作成さ

れている幼児児童生徒の割合 

86.7％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

義務教育段階から高等学校段階に進

学、就職する生徒について、個別の教

育支援計画を活用した支援情報の引

継ぎ率 

77.5％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

コミュニティ・スクールを核とした

交流及び共同学習を、地域住民や大

学・企業等の参画を得て実施した総

合支援学校数 

２校 

(2022(令和４)年度) 

全 12 校 

(2027(令和９)年度) 

 

 

※総合支援学校：山口県が設置した特別支援学校の呼称 

※地域コーディネーター・校内コーディネーター：山口県でのコーディネーターの呼称。各学校での特別支

援教育を推進する特別支援教育コーディネーターを「校内コーディネーター」、地域における相談支援を行

う特別支援教育コーディネーターを「地域コーディネーター」と呼んでいる。 

※インクルーシブ教育システム：人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能

な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的のもと、障害のある

者と障害のない者が共に学ぶ仕組み（障害者の権利に関する条約第 24 条） 

※特別支援教育推進教員：特別支援教育推進の拠点となる高等学校等や特別支援教育を推進する高等学校等

に配置する、特別支援教育の高い専門性を有する教員 

※個別の教育支援計画：幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、乳幼児期から学校卒業後までを

見通した長期的な視点で、医療、保健、福祉、労働等の関係機関が連携して教育的支援を行うために作成

する計画 

※個別の指導計画：各学校の教育課程や「個別の教育支援計画」に示された長期的な支援の方針を踏まえて、

各教科等の目標や指導内容・方法、配慮事項等を具体的に示した計画  
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⑬ 多様なニーズに応じた児童生徒への支援の充実 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  日本語指導が必要な児童生徒への支援に関しては、国の配置基準に基づく日本語

指導担当教員の配置等による支援体制を整備するとともに、文部科学省の派遣制度

を活用した外国人児童生徒等教育アドバイザーによる研修等で日本語指導等に携わ

る教職員の専門性の向上を図ってきました。 

○  その結果、小・中学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒数が増加傾向にある

中、支援体制の整備も徐々に進み、実際に日本語指導を受けている児童生徒数も増加

しています。 

○  しかしながら、日本語指導については、令和３年度「日本語指導が必要な児童生徒

の受入状況等に関する調査」によると、来日直後の児童生徒や分散地域における児童

生徒への対応は十分とは言えず、支援体制のさらなる充実が求められます。 

○  少人数指導・少人数学級に関しては、小・中学校において学力向上や生徒指導上の

諸問題に対応するため、より多くの教員を配置し学級集団の規模縮小によるきめ細

かな指導・支援を実施してきました。 

○  その結果、児童生徒の学習意欲の向上とともに、主体的な学びと学習習慣の確立に

つながっています。 

○  しかしながら、個々の児童生徒の学力向上や多様化する生徒指導上の課題に対応

するとともに、各校の実態に応じた少人数指導を拡充するための教員を十分に確保

する必要があります。 

○  中学校夜間学級※（以下、夜間中学という。）に関しては、これまで市町教育委員会

と連携して夜間中学への入学を希望する方のニーズの把握を行ってきました。

2022(令和４)年に県教育委員会が全県でニーズ調査を実施した結果、ニーズや関心

は現在不登校となっている学齢期の生徒の中に多く見られ、義務教育未修了者や外

国籍の方の回答はほとんど確認されませんでした。 

○  しかしながら、設置等の必要性について判断するためには、これまでに実施したニ

ーズ調査や国勢調査の結果等に基づく分析・検討等を要すると考えられます。 

○  また、各学校におけるヤングケアラーの早期発見に資するため、教育相談担当者等

を対象とした研修を実施するなど、教職員へのヤングケアラーの概念等について理

解促進を図っているところです。 
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【今後の方向性】 

○  小・中学校における日本語指導については、１人１台タブレット端末を活用して支

援を充実するとともに、各市町が配置する日本語指導補助者や支援員等による日本

語教育サポート等を支援します。 

○  少人数指導・少人数学級については、教員不足の中においても、組織的・計画的な

取組となるよう工夫しながら、基本的な生活習慣や学習習慣の形成、学力の向上、生

徒指導面での改善等、少人数教育の更なる推進を図ります。 

○  夜間中学については、引き続きニーズの把握に努めるとともに、最新のニーズ調

査や国勢調査等の結果、各地域の実情なども勘案のうえ、設置等の必要性について、

市町教育委員会とともに検討していきます。 

○  ヤングケアラーへの支援に加え、経済的理由や居住場所（中山間地域等）等で就学

が困難な状況にある子どもたちへの支援体制のさらなる充実を図ります。 

 

【主な取組】 

■日本語指導が必要な児童生徒への支援 

➢ 学校生活や社会生活において、必要な知識や日常生活に必要な基本的な日本語

の習得に向けたオンラインによる日本語の学習支援 

➢ 各市町が配置する日本語指導補助者や支援員等による、日本語指導が必要な児

童生徒の学習の支援 

➢ 日本語と教科の統合指導、生活指導等を含めた総合的・多面的な指導を授業の中

で支援する日本語教育サポート体制の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

■少人数指導(複数教員による指導、学習集団の編成)や少人数学級の拡充 

➢ ティーム・ティーチングや習熟度に応じた少人数指導等、学習集団の弾力的な編

成による授業形態の工夫・改善 

➢ いわゆる「小１プロブレム※」等、課題の解決を積極的に行う大規模校に対する

30 人学級加配教員等の配置とその取組の成果の普及 

 

■夜間中学設置の必要性等についての検討 

➢ ニーズや各地域の実情などを勘案のうえ、夜間中学設置の必要性について各市

町教育委員会とともに検討 

➢ 具体的な検討を行う市町に対し、教職員の配置や教育課程の編成、施設改修等に

係る補助制度に関する情報の提供など、設置・運営に必要な支援の実施 

県立大学によるオンライン日本語指導 
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 ■ヤングケアラーの支援 

➢ スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの配置を支援し、福祉部局

によるヤングケアラーへの必要な支援につなぐための教育相談体制の一層の充実 

 

■経済的理由や居住場所（中山間地域等）等により、修学が困難な状況にある児童・生

徒等に対する支援 

➢ 国と一体となった就学支援金や奨学給付金等の更なる拡充及び制度の周知促進 

➢ 市町が負担するスクールバス整備等の国の制度の活用支援及び県立高校の再編

整備の影響を受ける高校生等の遠距離通学の支援 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・地域のサポーターによる日本語学習の支援 

・地域のサポーターによる通訳 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・１人１台タブレット端末を活用したオンライン日本語指導の実施 

・日本語指導が必要な児童生徒のレベルに応じたデジタル学習コンテンツの活用

の促進 

・１人１台タブレット端末を活用した就学支援金や遠距離通学支援等の周知 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

「授業は、自分にあった教え方、教

材、学習時間などになっていた」と答

えた児童生徒の割合（公立小・中学

校） 

小 84.8％ 

中 80.3％ 

(2023(令和５)年度) 

90.0% 

(2027(令和９)年度) 

日本語指導が必要な児童生徒のう

ち、日本語指導を受けている児童生

徒の割合（公立小・中学校） 

92.5％ 

(2021(令和３)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

（再掲） 

指標名 現状値 目標値 

勉強が「好き」「どちらかといえば好

き」である児童生徒の割合（公立小・

中学校） 

小 61.6％ 

中 62.6％ 

(2023(令和５)年度) 

80.0% 

(2027(令和９)年度) 

 

※中学校夜間学級（夜間中学）: 様々な理由により義務教育を修了できなかった人や、不登校等のためにほ

とんど学校に通えなかった人や、本国や我が国で義務教育を修了していない外国籍の人などが学ぶ学校 

※小１プロブレム:入学したばかりの小学校１年生で、集団行動がとれない、授業中座っていられない、じっ

くりと話を聞けないなどの落ち着かない状態が見られるが、こうした状態がなかなか解消されず、数か月

継続しているような状態 
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(４) 学校・家庭・地域が連携・協働した教育の推進 
 

⑭ 地域連携教育の充実 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  2005（平成 17）年度からコミュニティ・スクールの導入を開始し、2014(平成

26)年度からは地域協育ネットの仕組みを生かし、社会総がかりで子どもたちの学び

や育ちを支援する「やまぐち型地域連携教育」を推進してきました。 

○  その結果、全国に先駆けて、2020（令和２）年度に全ての公立学校へのコミュニ

ティ・スクールの導入を完了しました。 

○  しかしながら、これまでの連携推進体制では、連携先が各コーディネーターのもつ

繋がりの中にとどまるなど、学校と地域の連携が限定的なものとなっていました。 

○  加えて、長引くコロナ禍の影響により学校と地域のつながりが弱まり、お互いに行

き来を控える動きが生じたり、学校ごとの取組にばらつきが生まれたりしているた

め、地域連携教育の取組を更に充実することが必要です。 

  

【今後の方向性】 

○  新型コロナウイルス感染症の影響により、停滞した地域連携教育の再加速に向け、

小・中学校、高等学校、特別支援学校等の地域連携の取組を切れ目なく支援する新た

な連携推進体制を整備します。 

○  子どもと大人が学び合う場の創出や教職員や地域住民等を対象とした研修の充実、学

校と地域をつなぐコーディネーター等の養成講座修了者等の学びを生かした地域学校

協働活動※の推進等により、社会総がかりで子どもたちの学びや育ちを支援します。 

○  小・中学校においては、９年間を通して学校・地域が連携・協働する教育活動を体

系的に示したカリキュラムを地域や家庭と共有し、評価・改善を重ねることにより、

実効性あるものとしていくなど、「やまぐち型地域連携教育」の更なる充実に取り組

みます。 

○  県立学校においては、「やまぐち型地域連携教育」で育まれた子どもたちの資質能

力を更に伸ばしていくために、大学や企業等、地域の枠を越えて広く社会と連携し、

各学校・学科の特色や専門性に応じた県立学校ならではの取組等を支援する「やまぐ

ち型社会連携教育※」を推進します。 

 

  

（４） 学校・家庭・地域が連携・協働した教育の推進 
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山口県の地域連携教育の推進概念図 
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【主な取組】 

■全県的な連携推進体制の構築・強化 

➢ 小・中学校、高等学校、特別支援学校等の地域連携の取組を切れ目なく支援する

地域連携教育再加速化サポートチームの設置による全県一体的なコーディネー

トの推進 

➢ フォーラムの開催や、ＳＮＳ等を生かした好事例の情報発信 

➢ ＣＳチーフ※、ＣＳサポーター※、地域学校協働活動推進員、学校運営協議会委

員等を対象とした各種研修会の実施による資質能力の向上 

 

■「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた「やまぐち型地域連携教育」の推進 

➢ 地域と連携・協働する活動に主体的に参画する児童生徒の育成をめざした多様

な人々による熟議や子どもも大人も学び合う活動の促進 

➢ 学校と地域が協働して「学校・地域連携カリキュラム」を見直し、活用する仕組

みづくりの促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた「やまぐち型社会連携教育」の推進 

➢ 地域協育ネットの仕組みを生かしながら、学校・学科の特色や専門性に応じて広

く社会と連携する高校ならではの取組の推進 

➢ 子どもたちの豊かな学びの実現をめざした、学校運営協議会での目標・ビジョン

の共有や計画的な評価・改善の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生と地域住民との学び合い 高校生による学習支援ボランティア 

高校生と学校運営協議会委員との 

地域課題に係る熟議 

地元企業と連携した職業体験 
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■多様な人材の参画による社会総がかりの活動の推進 

➢ 学校と地域をつなぐコーディネーター等に必要な知識・技能等の習熟を図る講

座の開催 

➢ 地域学校協働活動（地域協育ネットの取組）の充実に向けた県教育委員会、市町

教育委員会による支援 

➢ 放課後子ども教室の充実と放課後児童クラブとの連携促進 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・ＩＣＴを活用した学校と地域をつなぐコーディネーターの養成に向けたオンラ

イン講座の実施 

・ＳＮＳ等を活用した地域連携教育の好事例についての情報発信 

・広報番組「はつらつ山口っ子」の山口県公式 Facebook 等の活用による視聴促

進 

・教職員等を対象とした研修動画の制作及びオンライン配信 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

地域や社会をよくするために何をす

べきかを考えることがある児童生徒

の割合（公立小・中学校） 

小 54.4％ 

中 46.4％ 

(2022(令和４)年度) 

小 70.0％ 

中 70.0％ 

(2027(令和９)年度) 

学校運営協議会等において、児童生徒

を交えて協議を行うとともに、児童生

徒の意見や思いを反映させて、「学校・

地域連携カリキュラム」の見直し等を

行った学校の割合（公立小・中学校） 

小 27.8％ 

中 51.8％ 

(2022(令和４)年度) 

小 100％ 

中 100％ 

(2027(令和９)年度) 

学校・家庭・地域が連携して、子どもと

地域の大人の協働的な学習活動を計画

的・組織的に実施している学校の割合

（公立小・中・高・特別支援学校等） 

0.6% 

(2022(令和４)年度) 

80.0% 

(2027(令和９)年度) 

地域協育ネットコーディネーター養

成講座修了者数（累計） 

541 人 

(2022(令和４)年度) 

800 人 

(2027(令和９)年度) 

 

※地域学校協働活動：地域住民、学生、保護者、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の参画

を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校と地域が相互にパートナーとして連

携・協働して行う様々な活動のこと 

※やまぐち型社会連携教育：（高校教育段階）「社会に開かれた教育課程」の理念の下、学校・学科の特色や

専門性に応じて広く社会と連携し、子どもたちの豊かな学びの実現を支援する取組 

※Ｃ
シー

Ｓ
エス

チーフ：県内７エリアに配置され、配置校におけるコーディネートと配置エリアのＣＳサポーター及

び市町教育委員会への助言・支援等を行う者 

※Ｃ
シー

Ｓ
エス

サポーター：県立高校等に配置され、配置校におけるコーディネート及び学校運営協議会の開催・運

営に係る庶務等を行う者  
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⑮ 家庭教育支援の充実 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  望ましい家庭教育の実践に向けて、10 月を強化月間とする「家庭の元気応援キ

ャンペーン※」等を実施することにより、家庭教育に関する意識啓発・情報提供に取

り組んできました。 

○  また、保護者等へ学習機会の提供を行う家庭教育出前講座※では、ＰＴＡや企業等

からの依頼に応じ、ニーズに対応した講座内容の開発や、実施内容の充実に取り組

んできました。 

○  さらに、地域における相談・支援体制の充実に向けて「やまぐち型家庭教育支援

チーム※」の設置を促進した結果、文部科学省に登録された家庭教育支援チーム※の

設置数は 36 チームと全国一となっています。（全国の平均設置数 約 8.5 チーム 

＜2023(令和５)年５月時点＞） 

○  しかしながら、地域の実情や保護者からの要望に応じた支援を行う「やまぐち型

家庭教育支援チーム」が設置されていない地域も多く、更なる設置の促進が必要で

す。 

○  加えて、乳幼児期から概ね学齢期までの切れ目のないきめ細かな家庭教育支援が

行われるような体制づくりの必要もあります。 

 

【今後の方向性】 

○  市町教育委員会と連携しながら、「やまぐち型家庭教育支援チーム」の設置を推進

し、保護者等への学習機会の提供や地域における相談・支援体制の充実を図ります。 

○  地域の実情や保護者からの要望に対応した取組や活動の好事例を紹介することに

より、家庭教育支援チームの活動内容の充実を図ります。  

○  知事部局との連携を図るとともに、学齢期の子どもをもつ保護者への家庭教育支

援の活動を幼児期段階に広げ、家庭教育支援の裾野の拡大を図ります。 
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【主な取組】 

■地域における相談・支援体制の充実 

➢ 身近な地域で家庭への教育支援を行う体制づくりの促進 

➢ 市町と連携した家庭教育支援者の養成・活用 

➢ 家庭教育支援チームと福祉部局との連携の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■保護者等への学習機会の提供 

➢ ＰＴＡや企業等を対象とした家庭教育出

前講座の実施 

➢ ＰＴＡ活動の活性化に向けた学習機会の

充実 

➢ 「おやじの学校※」の実施を通じた保護者

等の学習機会の充実 

  

 

 

■意識啓発・情報提供の推進 

➢ 「やまぐち家庭教育支援強化月間」（10 月）を中心とした「家庭の元気応援キャ

ンペーン」の展開 

➢ 保護者向けリーフレット「夢をはぐくむ家庭の元気」※等を活用した、情報の提

供と家庭における取組の啓発 

 

■専門機関による相談・支援の充実 

➢ 「子どもと親のサポートセンター」、「ふれあい教育センター」、児童相談所等の

関係機関の連携強化による切れ目ないきめ細かな支援の充実 

➢ 虐待や貧困、ヤングケアラー等、子どもが置かれた家庭環境の改善に向けたスク

ールソーシャルワーカーによる保護者支援の充実 

 

 

  

就学時健診での子育て交流会 

保護者の学び合いを目的とした 

「すくすくサロン」 

地域連携による小学校での子ども預かり 
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コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・ＰＴＡと連携した保護者への相談体制の強化 

・学校・家庭・地域への家庭教育支援チームの周知 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・広報番組「はつらつ山口っ子」の山口県公式 Facebook 等の活用による視聴促

進 

・オンライン会議の開催による家庭教育支援チームと関係機関との情報共有 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

「やまぐち型家庭教育支援チーム」

の設置率 

全中学校区の 

38.0％ 

(2022(令和４)年度) 

全中学校区の 

60.0％ 

(2027(令和９)年度) 

家庭教育支援チームの活動実績数 
2,190 回 

(2022(令和４)年度) 

3,000 回 

(2027(令和９)年度) 

家庭教育支援チームにおける相談

対応件数 

416 件 

(2022(令和４)年度) 

550 件 

(2027(令和９)年度) 

  

 

 

※家庭の元気応援キャンペーン：家庭教育にかかわる機関、団体等が協働して家庭教育支援の総合的な推進

を図るためのキャンペーン 

※家庭教育出前講座：子育てのあり方や親の役割等について考え学び合うための保護者等を対象とした講座 

※やまぐち型家庭教育支援チーム：概ね中学校区において、家庭教育アドバイザー、ＰＴＡ、地域の子育て

経験者等の地域人材で編成された家庭教育支援チーム 

※家庭教育支援チーム：子育てや家庭教育に関する相談、親子で参加する様々な取組や講座などの学習機会

の提供などを行うチーム 

※おやじの学校：保護者の家庭教育等への参画を促進するための「山口県おやじの会連絡会」が主催する研

修会 

※保護者向けリーフレット「夢をはぐくむ家庭の元気」：子どもの「知・徳・体」の調和のとれた「生きる力」

を育むために、家庭における取組のヒントとしてまとめたもの 
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⑯ 部活動改革の推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  学校部活動は、生徒のスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保し、自主的・自

発的な活動を通じて、責任感・連帯感の涵養等の育成に寄与してきました。 

○  一方、少子化や学校の働き方改革が進む中、学校部活動を学校単位で継続すること

が困難な状況が生じるとともに、将来的に、生徒がスポーツ・文化芸術活動に親しむ

機会が大きく減少することが懸念されています。 

○  具体的には、本県の公立中学校等における生徒数は、2012(平成 24)年度の約

37,000 人から、2022(令和４)年度は約 32,000 人と減少し、さらに出生数で見

ると、2032(令和 14)年度には約 26,000 人にまで落ち込み、少子化の加速が見込

まれます。 

○  また、2022(令和４)年度の本県公立中学校における生徒数の規模別の割合を見る

と、およそ３校に１校が生徒数 100 人未満、およそ２校に１校が生徒数 200 人未

満であり、地域によっては学校部活動の小規模化が進み、既に、団体競技等において

は、大会等への出場だけでなく、日頃の活動が困難な状況が見られるようになってい

ます。 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

○  「山口県新たな地域クラブ活動の在り方等に関する方針」に基づき、「地域の子ども

たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下で、生徒の望ましい成長を保障

できるよう、地域の持続可能で多様な環境の一体的な整備により、地域の実情に応じ

て、スポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消することをめざします。 

○  県内の全ての市町において、地域の実情に応じた公立中学校等における休日の学

校部活動の地域連携、または、地域移行の取組を実施します。 

・ 早期に休日の学校部活動の地域連携、または、地域移行が可能な市町については、

2025(令和７)年度末までの実現をめざします。 

・ 移行に時間を要する市町については、先行事例を踏まえた取組や広域連携等によ

り、できるだけ早い時期の実現をめざします。  

○  平日の学校部活動の地域への移行については、休日の学校部活動の地域連携や地

域移行の進捗状況を踏まえ、地域の実情に応じて、できるところから取り組みます。 

およそ 3 校に 1 校
が100人未満 

およそ 2校に 1校
が200人未満 

約37千人 

約32千人 

約26千人 

出典：県教育委員会調べ 
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【主な取組】 

■知事部局等と連携した新たな地域クラブ活動の構築に向けた段階的な体制整備 

➢ やまぐち部活動改革推進協議会※の開催等による関係機関・団体等との連携体制の

構築 

➢ 市町との連携による地域の実情に応じた中学生等にとってふさわしいスポーツ・

文化芸術環境の構築 

➢ 中山間地域をはじめ、体制整備が困難な地域における広域で連携した体制づくり 

 

■部活動改革に関する取組の趣旨・内容等についての周知・理解の促進 

➢ 説明会の開催や広報活動等を通じ、部活動の地域への移行に係る趣旨や背景、国

及び県の取組の周知など、学校・家庭・地域への理解の促進 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ・文化芸術活動の環境

整備の推進 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・中山間地域など、指導者の確保や活動場所への生徒の移動が困難な地域において、

ＩＣＴを活用した遠隔による指導体制を整えるなど、適切な指導者から指導を受

けられる環境整備の推進 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

休日の学校部活動の地域への移行の

取組を実施した市町数 

０市町 

(2022(令和４)年度) 

19 市町 

(2027(令和９)年度) 

公立中学校における学校部活動（運

動部・文化部）、及び地域におけるス

ポーツ・文化芸術活動に参加する生

徒の割合 

88.7% 

(2022(令和４)年度) 

90.0% 

(2027(令和９)年度) 

 

 

※やまぐち部活動改革推進協議会：公立中学校等の学校部活動の段階的な地域への移行の方向性を踏まえ、

本県の中学生等にとってふさわしいスポーツ・文化芸術環境の構築に向けた検討を行うことを目的に、学

校関係団体、地域スポーツ・文化芸術団体等で構成された協議会 
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(５) 生涯を通じた学びの充実 
 

⑰ 社会教育の充実 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  心の冒険・サマースクール※などの長期自然体験活動やＡＦＰＹ（アフピー）※な

どの特色ある体験活動、青少年教育施設※における施設の強みを生かした体験活動を

推進するとともに、各種研修会等を開催し、指導者を養成してきました。 

○  また、（公財）山口県ひとづくり財団の生涯学習推進センターや県立図書館・山口

博物館等の関係機関と連携し、広く学びの場を充実させてきました。社会教育を支え

る社会教育主事有資格者においては、受講可能大学を拡大し、社会教育主事の養成を

促進してきました。 

○  山口博物館、県立図書館等の社会教育施設においては、コロナ禍において活動が制

限される中、県民の学びの機会が確保できるよう、来館しなくても展示収蔵資料を閲

覧できる「バーチャル山口博物館」の公開や、自宅等にいながら読書や学習、調査・

研究できる「電子図書館サービス」の導入等を実施しました。 

○  その結果、長期自然体験活動やＡＦＰＹにお

いては、子どもたちの自己肯定感を高め、人間

関係づくりにも大きな成果を上げています。さ

らに研修会等を通して、体験活動に関わる指導

者の数も増加しています。 

○  しかしながら、実際に指導を行う指導実践者

は一部に限られており、養成した指導者へのフ

ォローアップが課題となっています。 

○  また、県民の学びのニーズの把握や学習成果

を生かす場の拡充、社会教育主事有資格者の養

成等が課題であり、対応を進めていく必要があります。 

○  加えて、社会教育施設においては、多様化・高度化する生涯学習ニーズに対応する

ため、それぞれの専門性を生かした展示や講座、学校・地域への学習支援など、質の

高い学習環境の整備が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 生涯を通じた学びの充実 
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出典：県教育委員会調べ 

心の冒険・サマースクール 
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【今後の方向性】 

○  長期自然体験活動やＡＦＰＹなどの取組や青少年教育施設における教育活動の充

実及び指導者・ボランティア養成を進めるとともに、学校や地域、企業、教育機関等

と連携・協働した特色ある体験活動を推進し、その取組を県内全域で展開できる体制

づくりをめざします。 

○  県民の学びのニーズを把握し、それに対応した企画を運営していくとともに、それ

らの学びを促進していくための効果的な広報活動に努めるなど、多様な学びの場の

充実に向けた取組を進めていきます。また、それらの取組を支援する社会教育主事有

資格者の養成にも努めていきます。 

○  障害の有無にかかわらず、誰もが共に学び、生きる共生社会の実現に向けた学びの

場の充実を図ります。 

○  社会教育施設等においては、デジタル技術を活用した所蔵資料の公開や魅力的な

講座の開講による質の高い学習環境の整備を推進します。 

  

【主な取組】 

■多様な体験活動を通じた青少年教育の充実 

➢ 本県の特色ある長期自然体験活動「やまぐちアドベンチャーキャンプ※」の実施

やＡＦＰＹの推進による子どもたちの体験の場の充実 

➢ 各青少年教育施設における体験活動と施設間の連携強化による学びの場の充実 

➢ 学校や地域、企業、教育機関等と連携・協働した地域の自然や文化、産業等を学

ぶ短期エコツアー等の普及・促進 

➢ 各種研修会等の充実による指導者・ボランティアの養成と指導力向上のための

実践機会の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学習情報の提供による学習機会の充実 

➢ 「かがやきネットやまぐち※」の学習コンテンツや講座情報等の登録情報を充実

し、情報発信することによる学習機会の拡充 

➢ 県立図書館における、「図書館ネットワークシステム※」を活用した県内図書館間の

相互貸借サービス及び所蔵資料の所在情報の提供や、レファレンスサービス※の充実 

➢ 公民館関係者等を対象にした研修の実施による公民館活動の活性化と効果的な

周知による多様な学習機会の拡充 

➢ 市町、大学等の高等教育機関、関係団体と連携したリカレント教育※についての

情報提供の充実 

やまぐちアドベンチャーキャンプ 野外教育活動指導者研修会 
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 ■学習成果を生かす活動の促進 

➢ 「かがやきネットやまぐち」や生涯学習推進センターでのボランティア活動に

関する学習相談及び生涯学習情報誌等の周知による活動の促進 

➢ 「山口県の地域連携教育」の取組を通じて、学習した成果を学校や地域で生かす

ことができる場の創出 

 

 ■社会教育推進のための人材育成 

➢ 専門的・技術的な助言を行うことができる社会教育主事有資格者を養成するた

め、受講可能大学の拡大促進や社会教育主事の有用性の周知 

 

 ■障害者の生涯を通じた学びの推進 

➢ 社会教育施設や民間団体における学びの場・機会の提供と周知 

➢ 障害に関する理解促進や障害者の学びを担う人材育成・確保のための研修の充

実 

 

 ■社会教育施設等における質の高い学習環境の整備 

➢ 山口博物館における魅力的な特別展の開催や、デジタル技術を活用した出前授

業・館内授業の実施等による質の高い体験型学習プログラムの提供 

➢ 県立図書館における図書・雑誌資料などの幅広い収集や、電子書籍・マルチメデ

ィアデイジー※図書等の充実 

➢ 文書館における歴史資料として重要な公文書・古文書等の収集・保存や、それら

のデジタル技術を活用した公開 

➢ 施設の老朽化対策と資料の収蔵スペースの確保に向けた検討の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・社会教育の学習の場で学んだことを生かし、学校での指導の実践や地域学校協働

活動への参画 

・学校や地域、企業、教育機関等が連携・協働したエコツアーの実施 

・社会教育主事の専門的助言・指導による地域連携教育の推進 

 

 

 

バーチャル山口博物館 電子図書館サービス 
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ＩＣＴ環境を生かした取組 

・電子図書館サービスや図書館ネットワークシステムの充実 

・博物館におけるデジタル技術を活用した鑑賞機会の拡大やオンライン講座の充

実 

・「かがやきネットやまぐち」のデジタルコンテンツの充実 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

野外教育活動及びＡＦＰＹの指導実

践者数 

101 人 

(2022(令和４)年度) 

150 人 

(2027(令和９)年度) 

社会教育主事有資格者養成数（５年

平均） 

19.2 人 

(2022(令和４)年度) 

25 人 

(2027(令和９)年度) 

生涯学習情報提供システム「かがや

きネットやまぐち」情報検索件数 

40,856 件 

(2022(令和４)年度) 

45,000 件 

(2027(令和９)年度) 

山口博物館における「博物館学校地域

連携教育支援事業」利用者の満足度 

85.0％ 

(2022(令和４)年度) 

90.0% 

(2027(令和９)年度) 

（再掲） 

指標名 現状値 目標値 

読書が好きと感じている児童生徒の

割合（公立小・中学校） 

小 72.6% 

中 68.1% 

(2023(令和４)年度) 

小 80.0％ 

中 75.0％ 

(2027(令和９)年度) 

 

※心の冒険・サマースクール：世界的な冒険教育機関である OBS（Outward Bound School）の手法を取り入

れ、野外活動とカウンセリングを組み合わせて個人や集団の成長を図る野外教育活動。小学５・６年生を

対象としたチャレンジプログラム（７泊８日）及び中高生を対象としたクエストプログラム（７泊８日）

等を実施 

※ＡＦＰＹ：他者と関わり合う活動を通して、個人の成長を図り、豊かな人間関係を築くための考え方と行

動の在り方を学び合う、山口県独自の体験学習法(Adventure Friendship Program in Yamaguchi の略) 

※青少年教育施設：「油谷（ゆや）」「秋吉台（あきよしだい）」「十種ヶ峰（とくさがみね）」「由宇（ゆう）」の

４青少年自然の家 

※やまぐちアドベンチャーキャンプ：「心の冒険・サマースクール」の教育手法を活用し、野外活動とカウン

セリングを組み合わせて個人や集団の成長を図る小・中学生対象の長期自然体験活動 

※かがやきネットやまぐち：生涯学習の振興のために運用している生涯学習情報提供システム 

※図書館ネットワークシステム：山口県内にある複数の公立・大学図書館の所蔵資料をＷｅｂ上で同時に検

索することができるシステム 

※レファレンスサービス：図書館利用者が求める資料や情報に対して、図書館職員が当該資料や情報を提供

または提示すること。またはそれに関わる業務のこと 

※リカレント教育：職業人を中心とした社会人に対して、学校教育の修了後、いったん社会に出た後に行わ

れる教育 

※マルチメディアデイジー：視覚障害や学習障害などで読むことが困難な方のための、パソコン等により文

字・音声・画像を同時に再生できる図書（マルチメディアデイジー図書）の国際規格（「デイジー（ＤＡ

ＩＳＹ）」は Digital Accessible Information System（誰もが使いやすい情報システム）の略） 
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⑱ 地域社会における人権教育の推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  「山口県人権推進指針」（以下「指針」）及び「山口県人権教育推進資料」（以下「推

進資料」）に基づいて人権教育を推進しています。 

○  市町との連携に努め、社会教育関係者を対象とした研修会の充実を図り、指導者の

養成を進めてきました。 

○  その結果、地域社会における人権教育の指導者養成研修等の受講者数は増加傾向

にあり、県民の人権に対する関心が高まり、理解が深まってきています。 

○  しかしながら、家庭における子どもへの虐待、学校におけるいじめや体罰、障害者

や外国人に対する差別など、様々な人権問題が幅広く存在しています。 

 

【今後の方向性】 

○  「指針」及び「推進資料」に基づいて、人権尊重の意識と自主的な取組の高まりを

めざし、市町との連携を図ります。 

○  様々な人権問題について、情報の提供や学習機会の充実に努め、市町がそれぞれの

実情に応じて展開する取組等を支援していきます。 

○  集合型研修とオンライン研修との併用実施等、学習の機会を充実させ、参加者のニ

ーズや地域の実態に応じた効果的な学習プログラムの作成を支援します。 

○  コミュニティ・スクールを活用して、家庭や地域・社会と連携・協働し様々な世代

に人権に関する学習の機会を提供するなど、地域づくりの視点から人権教育の推進

を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民によるふるさと祭りの参加を通した 

児童の学習活動への支援 

しめ縄づくりを通した世代間交流 
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【主な取組】 

■ 地域社会における自主的な取組への支援 

➢ 「指針」及び「推進資料」への理解が深まり、職場を含めた地域社会における自

主的な取組が高まるよう、研修内容や研修方法の工夫・改善 

➢ 市町との連携を深め、地域の実情に応じた人権教育研修が充実するよう、情報提

供及び情報共有化などの支援 

 

■ 人権教育指導者の養成 

➢ 人権教育に係る市町の担当者や社会教育関係者等を対象にした実践的な研修の実

施 

➢ 人権教育に関する情報交換等の場の設定による指導者間ネットワークの強化 

 

■ 人権に関する資料の整備と活用の促進 

➢ 人権問題の現状を理解し、問題解決への意欲的な態度を養う視聴覚資料の整備 

➢ 視聴覚資料の効果的な活用やビデオフォーラム等の企画運営に関する研修の実施 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・学校、家庭、地域が連携した人権に関する学習機会の充実 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・ＩＣＴを活用した地域社会における人権教育に係る学習機会の充実に向けた研

修会の実施 

 

【推進指標】 

 指標名 現状値 目標値 

地域社会における人権教育の指導

者養成に係る県教委主催の研修会

の受講者数（年間） 

279 人 

(2022(令和 4)年度) 

320 人 

(2027(令和９)年度) 

人権に関する視聴覚資料等を活用

した研修会の実施講座数（累計） 

278 講座 

(5 年間・55.6 本/年) 

(2018(平成 30)年度 

～2022(令和４)年度) 

300 講座 

(5 年間・60 本/年) 

(2023(令和５)年度 

～2027(令和９)年度) 
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⑲ 文化にふれあい親しむ環境づくりの推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  2007(平成 19)年に策定した「山口県文化芸術振興条例」の理念に沿って、

2013(平成 25)年に文化芸術の振興に関する基本的な方針となる「やまぐち文化芸

術振興プラン」を策定し、５年毎に改定をしながら、様々な施策を総合的かつ計画的

に推進しています。 

○  その結果、美術館を核とした地域と連携した誘客拡大や、文化芸術を支える人材の

育成、多様な主体と連携した文化芸術を支える環境づくりなど、各分野において、多

くの成果を得ることができました。 

○  しかしながら、新型コロナウイルス感染症が拡大し、多くの文化芸術イベントが中

止等を余儀なくされるなど、県民の文化芸術活動に大きな影響が生じました。 

○  加えて、文化の振興を観光の振興と地域の活性化につなげる「文化観光※」の取組

や、学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた部活動改革の取組な

ど、文化芸術を取り巻く環境の変化への対応が求められています。 

 

【今後の方向性】 

○  これまでの取組の成果や課題を踏まえて、県が 2023(令和５)年 3 月に策定した

「やまぐち文化芸術振興プラン（第３次）」に基づき、「心豊かで活力ある地域を育む 

やまぐちの文化力の創造」をめざした取組を推進していきます。 

○  県民誰もが文化芸術を鑑賞、参加及び創造できる環境づくりやこれからの文化芸

術を創る人づくりを推進します。 

○  本県にて開催される 2028(令和 10)年度の全国高等学校総合文化祭に向けて、関

係機関・関係団体と連携しながら準備を進めます。 

 

【主な取組】 

■文化芸術を担う人材の育成と活躍支援 

➢ 次代の文化芸術活動等を担う人材の育成や若手芸術家・伝統文化伝承者等の活

躍支援 

➢ 次代の地域文化を担う子どもたちが地域や学校、文化施設などで文化芸術に触

れる機会の提供 

➢ 多様な文化芸術団体等との連携による子どもの文化芸術活動を支える仕組みの

構築 

➢ 文化芸術活動で活躍し、文化芸術の発展に寄与した個人や団体の顕彰 

➢ 郷土への誇りと愛着心が根付き、地域の文化財を大切にする心を養う文化財に

関する講座の開催 
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■県民誰もが文化芸術に親しめる環境の整備 

➢ 文化祭の開催や文化芸術の公演、展示等の実施 

➢ 県民や文化団体等が主体的に行う文化行事の後援及び支援 

➢ 文化施設等において障害のある人の創作活動等の発表の場の提供や鑑賞機会の

充実 

➢ 文化芸術を次世代に確実に継承するため、文化芸術団体、文化施設、企業等の民

間事業者、非営利団体（NPO 等）、学校等、多様な主体との連携 

 

■文化資源を活かした「文化観光」の推進 

➢ 美術館等を核とした文化施策による交流の促進 

➢ 文化芸術とスポーツ・観光の連携、文化財の積極的な保存・活用等の取組の推

進 

➢ ＡＩ（人工知能）技術を活用した地域伝統芸能体験コンテンツの公開など、デ

ジタル技術による地域伝統芸能に親しむ機会の創出 

 

 ■学校現場での優れた芸術にふれあう機会の提供 

➢ 児童生徒を対象に、優れた文化芸術を鑑賞したり、第一線で活躍する芸術家や文

化人等と児童生徒が交流したりする機会の拡充 

➢ 小・中学校における３年間に１度は本物の舞台芸術等にふれあえる環境づくり 

➢ 高等学校において関係機関と連携しながら、様々な事業を活用して文化芸術に

ふれあう機会の拡充 

 

■文化芸術活動の発表の機会の提供 

➢ 児童生徒の豊かな人間性を涵養し、創造力と感性を育むため、県中学校総合文化

祭や県高等学校総合文化祭の支援 

➢ 全国中学校総合文化祭や全国高等学校総合文化祭への生徒派遣の支援 

➢ 県中学校総合文化祭において、全国高等学校総合文化祭に出品された本県の高

校生の作品展示 

  

学べる文化財講座 文化芸術を担う人材の活躍支援 
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■県立文化施設等との連携による企画展や講座等の充実 

➢ 美術館や博物館、図書館等と連携した展覧会

の開催や館蔵資料の展示や講座等の充実 

➢ 幼児児童生徒の優れた造形作品を一般に公開

する機会の提供 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・デジタル技術による地域伝統芸能の振興 

・美術館所蔵品のデジタルアーカイブ化やオンライン美術館の公開 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

県立美術館の入館者数（５年間の平

均） 

15.4 万人 

(2022(令和４)年度) 

20 万人 

(2027(令和９)年度) 

学校芸術文化ふれあい事業※等を活

用して、舞台芸術を鑑賞した公立小・

中学生の割合 （年間） 

32.4％ 

(2022(令和４)年度) 

33.4% 

(2027(令和９)年度) 

 

※文化観光：文化資源の閲覧や体験活動等を通じて、文化についての理解を深めることを目的とする観光の

こと 

※学校芸術文化ふれあい事業：国主催事業及び山口県学校芸術文化ふれあい事業（青少年劇場、巡回ふれあ

い公演、巡回芸術劇場）を活用して子どもたちが質の高い芸術文化にふれあう事業  

山口美術展覧会 
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⑳ 「輝く、夢あふれるスポーツ元気県やまぐち」の実現に向けた取組の推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  2012(平成 24)年に策定した「山口県スポーツ推進条例」の理念に沿って、県が

2013(平成 25)年に基本的な方針となる「山口県スポーツ推進計画」を策定し、５

年毎に改定をしながら、様々な施策を総合的かつ計画的に推進しています。 

○  その結果、総合型地域スポーツクラブの設立促進による生涯スポーツの推進や、本

県選手の競技水準の向上など、多くの成果を得ることができました。 

○  しかしながら、人口減少の進行に伴うスポーツの担い手等の不足や、スポーツ分野

におけるデジタル化の積極的な導入の必要性などが指摘されています。 

○  加えて新型コロナウイルス感染症の拡大により、スポーツ参画機会やスポーツを

通じた交流の機会の減少など、県民のスポーツ活動に大きな悪影響を及ぼしていま

す。 

 

【今後の方向性】 

○  県民誰もが生涯にわたって、スポーツに親しみ、スポーツを楽しみスポーツを支え

る活動に参画できるよう、多様な主体の参画によるスポーツの推進に取り組みます。 

○  県民スポーツの新たな拠点の整備や、本県アスリートの競技力向上に向けたスポ

ーツ医・科学の新たな拠点の構築を進めます。 

○  市町、関係団体、企業等と連携し、スポーツを通じた交流人口の拡大や地域の活性

化を推進します。 

 

【主な取組】 

■多様な主体の参画によるスポーツの推進 

➢ コロナ禍で落ち込んだスポーツ参画機会の拡大 

➢ 地域スポーツの推進拠点となる総合型スポーツクラブの充実・強化 

➢ スポーツによる健康及び体力の保持増進や障害者スポーツの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子でのレクリエーション 障害者スポーツ教室（グラウンド・ゴルフ） 
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■競技力の向上 

➢ 次世代アスリートの発掘など、計画的な選手・指導者の育成 

➢ スポーツ医・科学の推進やデジタル技術の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スポーツ環境の整備 

➢ 県民スポーツの新たな拠点となる県東部地域県立武道館（仮称）の整備やスポー

ツ施設・設備の充実、利用促進 

➢ 地域のスポーツ指導者やボランティア等のスポーツを支える人材の育成 

 

■障害者スポーツの推進 

➢ 県障害者スポーツ協会との連携による指導者やボランティアの養成、障害者ス

ポーツ団体の育成 

➢ 障害のある人もない人もともに障害者スポ

ーツを体験し交流するスポーツ教室等の開

催 

➢ キラリンピック（山口県障害者スポーツ大

会）等の開催 

➢ 「やまぐちパラアスリート育成ファンド※」

を通じたトップアスリートの育成強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

身体組成計測 

キラリンピック（山口県障害者スポーツ大会） やまぐちパラアスリート認定式 

障害者スポーツ指導者講習会 

競技体験プログラム 



- 101 - 

 

■スポーツによるまちづくり・地域活性化 

➢ 本県の豊かな自然など、地域資源や特性を活かした「スポーツフィールドやまぐ

ち※」の推進 

➢ 本県を拠点に活躍するトップスポーツクラブとの連携強化 

➢ オリンピック等、世界大会のレガシーの継承・発展、県民運動の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・身体組成の計測・可視化によるコンディション管理や、試合映像のゲーム（試合）

分析によるトレーニングメニュー作成など、データに基づく、科学的なサポート 

・オンライン指導を積極的に活用した医療機関やスポーツ障害等の専門家による

支援 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

県立スポーツ施設の年間利用者数 
999 千人 

(2022(令和４)年度) 

2,000 千人 

(2027(令和９)年度) 

県民のスポーツ実施率（週１回以

上） 

38.3％ 

(2022(令和４)年度) 

70.0% 

(2027(令和９)年度) 

主要競技大会入賞種目数 

(国体、インターハイ・選抜大会、全中大会等) 

103 種目 

(2022(令和４)年度) 

120 種目 

(2027(令和９)年度) 

 

 

※やまぐちパラアスリート育成ファンド：パラリンピックやデフリンピックなどの国際大会をめざす障害者

アスリートに対して、遠征費用や強化合宿への参加費や競技用具の購入費などの経費の一部を、企業・県

民・県が一体となって支援する制度 

※スポーツフィールドやまぐち：山口県の豊かな自然やキャンプ施設数の優位性を活かし、キャンプ場とア

ウトドアアクティビティを結び付けた体験型コンテンツの開発支援や情報発信など、県内各地域で手ぶら

で気軽に楽しめるアウトドアスポーツを推進する取組のこと 

 

スポーツによるまちづくり 県東部地域県立武道館（仮称）イメージ図 
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(６) 豊かな学びを支える教育環境の充実 
 

㉑ 安心・安全で質の高い教育環境の整備 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  学校施設の安心・安全の確保に向けて、耐震化対策に最優先に取り組み、現在、県

立学校については、構造体の耐震化を全て完了しましたが、一部の市町立学校では、

構造体の耐震化が未了な状況にあります。 

○  また、2018(平成 30)年に発生した大阪府北部地震でのブロック塀倒壊事故を踏

まえ、倒壊の危険性のあるブロック塀の安全対策にも積極的に取り組み、全県立学校

において、危険ブロック塀の解消を図ったところです。 

○  さらに、良質な教育環境を確保する観点から、空調設備の整備を推進し、普通教室

については、全ての公立学校で空調設備を整備しました。 

○  しかしながら、本県の学校施設は、建築後 45 年以上を経過した施設が県立学校

では全体の約４割、市町立学校については約３割を占めており、子どもを対象とした

アンケートにおいても、老朽化に起因する不具合も指摘されています。 

○  加えて、特別教室等の空調設備の更なる整備や、ユニバーサルデザインの考え方に

基づいた施設整備など、質の高い教育環境の確保も求められています。 

 

【今後の方向性】                             

○  県立学校については、老朽化対策や防災機能の更なる強化に向けた施設整備を計

画的かつ着実に実施するとともに、教育環境の向上に向けた施設整備にも一体的に

取り組み、安心・安全で質の高い魅力ある教育環境づくりを推進します。 

○  市町立学校については、各市町が計画する、耐震化対策や老朽化対策などの各種施

設整備が円滑に進むよう、必要な支援に努めます。 

 

【主な取組】                                

■県立学校における安心・安全な教育環境の整備 

➢ 「山口県立学校施設長寿命化計画」に基づく県立学校施設の優先的かつ計画的な長

寿命化改修※や改築などの実施 

➢ 施設の老朽化が主因となる安全面の不具合

を未然に防止するため、施設の点検体制の強

化や点検結果に基づく適切な補修等を実施 

➢ 照明や外壁等の非構造部材の耐震対策など、

学校施設の防災機能の更なる強化の推進 

 

 

 

（６） 豊かな学びを支える教育環境の充実 

外壁改修工事 
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■県立学校における質の高い魅力ある教育環境の整備 

➢ 「第３期県立高校将来構想」に基づく特色ある学校づくりと学校・学科の再編整備

や、併設中学校設置等により、質の高い高校教育を提供できるよう、必要な施設の

整備の実施 

➢ 特別支援学校において、児童生徒数の増加等に伴う

教室不足の解消や障害の重度・重複化に対応した施

設整備の実施 

➢ 特別教室等の空調設備の更なる整備をはじめ、ユニ

バーサルデザイン化（多目的トイレ、エレベーター、

スロープの設置など）や環境に配慮した施設整備

（再生可能エネルギー関連設備や省エネ設備の導

入、木材利用の促進など）等の実施 

 

■市町立学校の施設整備の促進 

➢ 長寿命化計画に基づく老朽化対策等の着実な実施についての施設設置者である市

町への要請や、国補助事業の活用など必要な助言・情報提供の実施 

➢ 国に対する財政支援措置の拡充や必要な財源確保の要請 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

県立学校施設の長寿命化計画に係

る長寿命化改修に着手した学校数

（累計） 

10校 

(2022(令和４)年度) 

50校 

(2027(令和９)年度) 

県立学校における多目的トイレの

設置率 

82.1％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

市町立小・中学校の耐震化率 
98.7％ 

(2022(令和４)年４月) 

100% 

(2027(令和９)年４月) 

市町立幼稚園の耐震化率 
97.6％ 

(2022(令和４)年４月) 

100% 

(2027(令和９)年４月) 

 

 

※長寿命化改修：計画的かつ効率的に修繕・更新・改修を行うことにより、建築物を延命化すること 

 

 

 

 

  

豊浦総合支援学校 完成イメージ図 
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㉒ 学校安全の推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  学校安全３領域「防犯を含む生活安全」「交通安全」「災害安全（防災）」の取組を

推進し、学校の危機対応能力の強化と「自助・共助・公助」の力の育成に取り組んで

きました。 

○  また、学校や通学路における事件、事故、自然災害から自ら危険を予測し、回避す

ることができる資質能力の育成にも取り組んできました。 

○  2022(令和４)年 12月には、学校安全の更なる充実を図るため「第３次山口県学

校安全推進計画」を策定しました。 

○  しかしながら、家庭・地域と連携した防災訓練の実施率は 46％、日時等を事前に

告げない避難訓練の実施率は 69％であり、災害への備えをより万全なものとする必

要があります。 

○  加えて、登下校時の歩行中の交通事故や自転車運転時の加害事案などが課題とな

っており、自転車の安全利用の推進も求められています。 

 

【今後の方向性】 

○  学校における安全管理体制の整備をはじめ、危険予測学習（ＫＹＴ）※の手法によ

る子どもたちの危険予測・回避能力の育成や、学校と家庭・地域・関係機関等の連携

により学校安全の取組を推進します。 

○  児童生徒や教職員が学校安全に関する資料やデータ等について１人１台タブレッ

ト端末を活用して学習できるよう推進します。 

○  教職員の資質向上や総合的な学校安全の取組による「組織活動」を推進します。 

○  危機管理マニュアルや学校安全計画等が常に実践的なものとなるよう、外部の有

識者等の知見を加えた見直しを推進します。 

 

【主な取組】 

■児童生徒への安全教育の充実 

➢ 児童生徒の危険予測・回避能力を育成し、主体的に行動できる力を養うための防犯

教室等の充実、危険予測学習（ＫＹＴ）による演習、地域安全マップの作成など、

安全意識・能力の向上を図る取組の推進 

➢ 交通安全教室の開催や児童生徒の主体的な活動の促進による、警察・道路管理者等

と連携した通学路の更なる安全確保や交通事故の減少をめざした取組の充実 

➢ 「自転車の安心・安全確認テスト」の活用やヘルメット着用義務化等による発生事

故件数の減少に向けた取組の推進 

➢ 学校防災アドバイザーによる防災訓練の実地指導や、大学や気象台等の専門家に

よる防災出前授業等の開催 
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 ■教職員の資質向上に向けた研修等の充実 

➢ 地域との連携・協働体制を生かした、小・中・高校生、教職員、保護者、地域住民

による大規模災害対応訓練（地域ぐるみの防災キャンプ）や防災教育研修会等の実

施 

➢ 学校危機対応演習資料※の活用や学校安全セーフティライフセミナー（出前講座）、

校内研修、学校安全推進研修会等の開催による教職員の危機管理能力の向上 

➢ 学校安全取組状況調査等を活用したＰＤＣＡサイクルによる見直し及び改善の実  

施 

 

 ■安全点検の充実と安心・安全への意識の向上 

➢ 「第３次山口県学校安全推進計画」に基づいた、より実効性のある学校安全計画及

び危機管理マニュアルの改善や見直し 

➢ 複数の教職員による学校施設・設備の安全点検や、児童生徒及び保護者等が参加し

た通学路点検等の実施 

➢ 地域の関係者との日常的な情報交換等による、地域の実情に応じた学校安全管理

体制構築や安心・安全への意識向上の推進 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・地域と連携・協働した通学路危険箇所の情報共有や交通安全対策の意見交換の実

施 

・地域学校安全委員会や学校警察連絡協議会等の設置・活用 

・学校安全アドバイザーや大学等の専門機関と連携した防災訓練の実地指導の実

施 

・地域住民による大規模災害対応訓練（地域ぐるみの防災キャンプ）の実施 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・デジタル化した資料等の１人１台タブレット端末での活用の推進 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

日時等を事前に告げない避難訓練を

実施している学校の割合 

69.0％ 

(2022(令和４)年度) 

80.0% 

(2027(令和９)年)度 

専門家と連携した防災学習を実施し

ている学校の割合 

42.6% 

(2022(令和４)年度) 

70.0% 

(2027(令和９)年度) 

 

 

※危険予測学習（ＫＹＴ）：イラスト等を見ながら危険を予測し、回避する方法を考える学習活動（Kiken 

Yosoku Training の略） 

※学校危機対応演習資料：児童生徒の問題行動や学校事故等が発生した場合の対応を考える教職員用演習資

料 
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㉓ 学校における働き方改革の推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  2021(令和３)年７月に改訂した「山口県 学校における働き方改革加速化プラン」

において、３つの柱と 13の取組を設定し、市町教育委員会と連携しながら、取組を

進めてきました。 

○  これまでの取組により、ＩＣＴの活用による業務の効率化や外部人材の活用等が

進み、時間外在校等時間が全ての校種で減少するなど、一定の成果がありました。 

○  しかしながら、依然として多くの教員が時間外在校等時間の上限※を超えて勤務し

ている状況にあり、文部科学省の教員勤務実態調査（2022(令和４)年度）において

も、長時間勤務の教員が多いことが明らかになっています。 

○  加えて、全国的に教員不足が深刻化しており、優れた人材の安定的な確保のため、

教職の魅力を向上させていく必要があります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

○  県教育委員会に設置している「学校における働き方改革推進室」による進行管理の

下、市町教育委員会等と連携しながら、「コミュニティ・スクールの連携・協働体制」

や「ＩＣＴ環境」などの本県の強みを生かして、働き方改革に係る取組を着実に推進

します。 

○  法令で定められた教員の勤務時間の上限等を定める指針を踏まえ、業務量の適正

な管理を徹底するとともに、業務改善の取組を一層推進し、時間外在校等時間の縮減

を図ります。 

○  校務ＤＸの推進や支援スタッフの配置など、様々な施策を総合的に進め、教員が授

業やその準備に一層注力できる環境を構築します。 

○  「山口県 学校における働き方改革加速化プラン」については、取組の成果と課題

を踏まえながら、改善を図ります。 

 「山口県 学校における働き方改革加速化プラン」（概要） 
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【主な取組】 

■業務の見直し・効率化 

➢ 各種会議・調査、各種事業等の精選・簡素化など、学校現場における業務の精選

と業務量の適正化の推進 

➢ 統合型校務支援システムやクラウド型採点システムの導入及び活用促進、教職

員間や学校・保護者等間における情報共有や連絡調整手段のデジタル化などの

校務ＤＸによる業務の更なる効率化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■勤務体制等の改善 

➢ クラウド型出退勤管理システム※等の活用による業務量の管理の徹底 

➢ 時差出勤等の設定や、学校部活動の地域連携または地域移行に向けた環境整備

（中学校）など、柔軟な勤務体制の整備や業務・活動時間のルール化の推進 

 

 

 

 

 

助言・支援 
市町立
学 校 

  
学校における 

働き方改革推進室 

学校における 
働き方改革推進会議 

県教育委員会 

市町 
教育委員会 

連携 
県立 
学校 

助言・支援 

ＩＣＴ コミュニティ・スクール 

・ 業務の見直し・効率化 

・ 勤務体制等の改善 

・ 学校支援人材の活用 

豊かな学びを支える教育環境の充実 

検証、改善・見直し 

学校における働き方改革の推進 

 学校における働き方改革 推進体制 

 

教員を対象とした校務ＤＸ研修 教員の働き方改革に係る熟議 
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■学校支援人材の活用 

➢ 「チームとしての学校」※の実現に向け、教員業務支援員やＩＣＴ支援員など、

教職員以外の支援スタッフの配置の拡充及び学校を支援する外部人材の更なる

活用の促進 

➢ 学校運営協議会等における熟議等を通して、学校や教職員が担う業務について

の役割分担や適正化を検討するなど、保護者・地域等の理解及び参画の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・学校運営協議会等における熟議などで、学校や教職員が担う業務についての役割

分担や適正化を検討 

・学校・保護者・地域等の連携・協働による新たな役割分担に基づいた業務の推進 

・学校運営の評価・改善や学校支援に係る協働体制の構築に向けた多様な人々によ

る熟議・協働活動の促進 

・学校・保護者・地域等の連携・協働における連絡調整等を担う人材の養成及び活

躍の場の創出 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・統合型校務支援システムやクラウド型採点システム等の活用促進 

・会議資料の共有や職員朝礼、終礼、会議、教職員のコミュニケーションのオンラ

イン化の促進 

・家庭からの児童生徒の欠席・遅刻連絡等、保護者とのやりとりのデジタル化の推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域と連携した登下校の見守り 部活動指導員による指導 
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【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

教員の１か月当たりの時間外在校

等時間の平均 

小学校 38.4時間 
中学校 47.0時間 
県立学校 33.0時間 
(2022(令和４)年度) 

30時間 
(2027(令和９)年度) 

働き方改革に係る取組状況を Web

ページ等で公表している学校の割

合 

小学校 11.0% 
中学校 16.3% 
県立学校 6.6% 

 (2022(令和４)年度) 

100% 
(2027(令和９)年度) 

 

 

※時間外在校等時間の上限:教員の在校等時間（教員が学校教育に関する業務を行っている時間）から所定の

勤務時間を除いた時間の上限であり、１か月について 45 時間、１年について 360時間（児童生徒等に係る

臨時的な特別の事情がある場合は、１か月について 100 時間未満、１年について 720時間） 

※クラウド型出退勤管理システム：教職員の在校等時間をクラウド上で記録し、管理するシステム 

※「チームとしての学校」: 校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源が一

体的にマネジメントされ、教職員や学校内の多様な人材が、それぞれの専門性を生かして能力を発揮し、

子どもたちに必要な資質能力を確実に身に付けさせることができる学校 
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㉔ 教員確保と教職員の資質能力の向上 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  本県では、大学等と連携し「山口県の教師塾※」などの教員養成段階の取組の充実

を図るとともに、教員採用試験の改善を行い、人物重視の選考に努めてきました。 

○  また、県教育委員会が作成した「教職員人材育成基本方針※」「山口県教員育成指

標」及び「山口県教員研修計画※」を活用して、教職員の資質能力向上を推進してき

ました。 

○  さらに、高校生等を対象とした現職教員の発表等を交えた説明会を実施するなど、

より早い段階からの教職の魅力発信にも取り組んできました。 

○  その結果、安定的に優れた人材を確保するとともに、計画的・継続的な人材育成が

行われ、一定の成果を得ることができました。 

○  しかしながら、教員採用試験の志願倍率の低下や臨時的任用教員等の確保ができ

ず欠員が生じる状態が見られるほか、学校現場の課題が複雑化、多様化していること

に伴い、教員が抱える業務も多くなってきています。 

○  加えて、「令和の日本型学校教育」の構築に向け、教員自身の個別最適な学び、協

働的な学びの充実を通じた主体的・対話的で深い学び（「新たな教師の学びの姿※」）

の実現が求められています。 

 

【今後の方向性】 

○  学校、教育委員会及び大学等と連携し、教員の養成・採用・研修の一体的な取組を

推進します。 

○  教育課題に的確に対応するための教職員の資質能力の向上を図り、多様な専門性

を有する教職員集団の形成をめざすとともに、教職員の健康の維持・増進を図りま

す。 

○  「新たな教師の学びの姿」の実現に向け、教員の研修履歴の記録の作成と当該記録

を活用した資質能力向上に関する指導助言等の取組を推進します。 
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【主な取組】 

■教員の養成・採用・研修の一体的な取組の推進 

➢ 「山口県教員養成等検討協議会※」を通した大学等との連携の強化、教員養成や採

用選考の改善・充実及び「山口県教員育成指標」等の活用による計画的・継続的な

人材育成の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■優秀で意欲のある教員や多様な経験を有する教員の確保 

➢ 教職の魅力や採用試験等の積極的な情報発信の推進と優れた人材が本県の教員を

めざすための支援の充実 

➢ 多様な専門性や背景を持つ人材を教員として取り入れるための採用選考試験の更

なる工夫・改善 

 

■「新たな教師の学びの姿」の実現 

➢ 教育目標の実現をめざし、教職員一人ひとりの資質能力や意欲の向上と活力ある

学校づくりの推進を図るための教職員評価の充実 

➢ 「新たな教師の学びの姿」の実現に向け、研修履歴記録システムや教員研修プラッ

トフォーム※、校内研修年間計画等を活用した、管理職等による教員との対話に基

づく適切な研修奨励の実施 

➢ 学校運営協議会や校内研修等における教職員と地域人材との交流など、コミュニ

ティ・スクールの連携・協働体制を生かした人材育成の取組の推進 

 

■「チームとしての学校」を牽引する管理職及びミドルリーダーの育成 

➢ 管理職に必要な素養であるリーダーシップやコミュニケーション能力、マネジメ

ント能力等の向上に向けた、新任管理職研修会をはじめとする管理職の研修等の

充実 

➢ 教職員間の対話の活性化によるＯＪＴの推進及びキャリアステージのより早い段

階からの学校運営への積極的な参画の促進 

 

■教職員の健康の維持・増進 

➢ 教職員のメンタルヘルスをはじめとした健康の維持・増進に向けたコミュニケーシ

ョンの良好な職場環境づくりや個別の指導・相談など、管理職を中心としたライン

ケアの取組の推進 

教員の学び合いを目的としたワークショップ 教師力向上プログラムにおける行政説明 
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コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・学校運営協議会への教職員の参画や校内研修等への地域人材の参加の促進 

・地域の多様な人材・関係機関と連携し、様々な媒体を通じた教職の魅力の情報発

信 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・研修履歴記録システムや教員研修プラットフォームの活用 

・教員採用試験申し込みの電子化 

・教員採用試験等の説明会や会議のオンライン化 

・ＳＮＳを活用した教職の魅力や採用試験等の情報発信 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

教員採用試験における志願倍率 
2.9倍 

(2022(令和４)年度) 

3.2倍 

(2027(令和９)年度) 

研修奨励により校内における教

職員の協働的な学び合いが充実

していると回答した学校の割合 

0.0％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

「授業の内容がよくわ

かる」と答えた児童生

徒の割合（公立小・中学

校） 

小国 

小算 

86.9％ 

83.1％ 

(2023(令和５)年度) 

90.0％ 

90.0％ 

(2027(令和９)年度) 

中国 

中数 

82.9％ 

77.4％ 

(2023(令和５)年度) 

90.0％ 

90.0％ 

(2027(令和９)年度) 

 

 

※山口県の教師塾:大学等と連携して、教員志望者の実践的指導力を養い、即戦力となる人材を育成する養成・

採用に関する取組のこと 

※教職員人材育成基本方針：キャリアステージ（教職経験）ごとに求められる教員の役割や資質能力を示す

とともに、本県教育を担う人材の育成に向けた取組の方針を示したもの 

※山口県教員研修計画：山口県教員育成指標を踏まえた体系的・効果的な研修のための計画 

※新たな教師の学びの姿：子どもたちだけでなく、教員自身が、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充

実を通じて「主体的・対話的で深い学び」の実現を図ること 

※山口県教員養成等検討協議会：学校、市町教育委員会と教員養成課程を有する県内全ての大学等で構成さ

れる協議会 
※研修履歴記録システムや教員研修プラットフォーム：国が 2023(令和５)年度に開発し、2024(令和６)年度

から各自治体で運用する研修に関するシステム 
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㉕ 多様な学びのニーズに応える特色ある学校づくり 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  「県立高校将来構想」を策定し、本県高校教育の質の確保・向上をめざして、特色

ある学校づくりと学校・学科の再編整備を推進してきました。 

○  特色ある学校づくりについては、中高一貫教育校の設置や全日制普通科の通学区

域全県化、探究科の導入など、各高校の個性化・多様化を図る取組を充実してきまし

た。 

○  また、多様な学びのニーズに対応した柔軟な教育活動が展開できるよう、多部制の

定時制※高校を設置するなど、学びへの意欲をもつ生徒の期待に応える魅力ある学校

づくりを進めてきました。 

○  学校・学科の再編整備については、望ましい学校規模（１学年４～８学級）の確保

をめざして再編統合を進めた結果、学校規模が拡大し、多様な選択科目の展開が可能

になるとともに、学校行事や生徒会活動が活性化するなど、活力ある学校づくりが進

んできています。 

○  しかしながら、今後も生徒減少に伴う学校の小規模化がさらに進むことが予測さ

れることから、引き続き、一定の学校規模の確保をめざした再編整備を進め、生徒が

多様な人々と協働的な活動ができる学校づくりを推進することが課題となっていま

す。 

 

今後の中学校卒業見込者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R6.3 R7.3 R8.3 R9.3 R10.3 R11.3 R12.3 R13.3 R14.3 R15.3 R16.3 R17.3 R18.3 R19.3 R20.3
現中３ 現中２ 現中１ 現小６ 現小５ 現小４ 現小３ 現小２ 現小１ ５歳児 ４歳児 ３歳児 ２歳児 １歳児 ０歳児

11,240 11,128 11,274 10,833 10,694 10,558 10,059 10,203 9,588 9,401 8,913 8,726 8,106 8,052 7,718

-192 -112 146 -441 -139 -136 -499 144 -615 -187 -488 -187 -620 -54 -334

累　積 -192 -304 -158 -599 -738 -874 -1,373 -1,229 -1,844 -2,031 -2,519 -2,706 -3,326 -3,380 -3,714

※　特別支援学校は含まない。 R5.5.1現在　高校教育課調べ

卒業年月

項目

県内合計

前年度比

中学生 小学生

未就学児
11,240 

11,128 

11,274 

10,833 

9,588 
9,401 

7,718 

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

R6.3 R7.3 R8.3 R9.3 R10.3 R11.3 R12.3 R13.3 R14.3 R15.3 R16.3 R17.3 R18.3 R19.3 R20.3

（人）

中学生 小学生 未就学児
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【今後の方向性】 

○  「第３期県立高校将来構想」に基づき、中学校卒業見込者数の推移や中学生の志願

状況、地域バランスや分散型都市構造にある本県の特性等を踏まえながら、全県的な

視点に立って、年次的・計画的に学校・学科の再編整備を推進していきます。 

○  生徒や保護者の学習ニーズ等の多様化に、より的確に対応した教育の推進を図ると

ともに、生徒が新しい時代に対応し、他者と協働して主体的に未来を切り拓いていく

力を育成するため、教育活動のより一層の充実や教育環境の整備に努めます。 

○  大学等への進学に重点を置く取組や高度な専門性をもった産業人材を育成する取

組、他校・他学科等と連携・協働した探究活動などを拠点的に推進する学校を県内に

バランスよく配置することで、特色ある学校づくりを全県的に推進していきます。 

○  各学校においては、コミュニティ・スクールを核とした多様な人々による熟議や協

働活動等を通じて、地域・社会や異校種との連携体制の構築・強化を進めます。 

 

【主な取組】 

■地域・社会の教育力を活用した社会総がかりの教育活動の推進 

➢ 学校・学科の特色や専門性に応じて、広く社会と連携しながら子どもたちの豊かな

学びの実現を支援する「やまぐち型社会連携教育」の推進 

➢ 生徒一人ひとりの自己実現と社会へ参画する態度の育成に向けた地域・社会との

協働活動の充実 

 

■「特色ある学校づくり」の推進 

➢ 中学生の主体的な学校選択に向けた、「スクール・ミッション」及び「スクール・

ポリシー」に基づく各学校の特色化・魅力化の推進 

➢ 体験入学や学校説明会等について、ＩＣＴを活用した申込みの簡略化やオンライ

ン開催の併用など、中学生が参加しやすい開催の在り方の検討 

➢ 普通科改革やＩＴ学科の設置など、各学校や地域の実情、生徒・保護者のニーズに

応える特色・魅力ある学びを実現する学科の在り方の検討 

 

■校種間連携・一貫教育の推進 

➢ 体験入学への中学生の参加促進や高校教員による出前授業など、中学生のキャリ

ア意識を醸成する継続的な学習指導や生徒指導の充実 

➢ 児童生徒や保護者、地域・社会のニーズ等を考慮した適正な定員配置や進学指導

に重点を置いた中高一貫教育校の設置などの検討 

➢ 大学訪問や出前講座の実施、他校との連携・協働により切磋琢磨する機会の創出

など、大学等と連携した進路指導の在り方の工夫・改善による高大連携の推進 
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■「第３期県立高校将来構想」に基づく年次的・計画的な取組の推進 

➢ 「第３期県立高校将来構想」の方向性に沿って策定した実施計画に基づく高校教

育の質の確保・向上 

 

 

 

 

 

 

➢ 「県立高校再編整備計画 前期実施計画」（2022(令和４)年 12月公表）の実施 

実施内容 

・ 宇部西高校の生徒募集停止（2024(令和６)年度） 

・ 厚狭高校・田部高校の再編統合（2025(令和７)年度） 

・ 岩国高校・徳山高校・山口高校に特進探究科（仮称）を設置（2025(令和７)年

度） 

・ 岩国高校・下関西高校に併設型中学校※を設置（2026(令和８)年度） 

 

 

コミュニティ・スクールの連携・協働体制を生かした取組 

・学校・学科の特色や専門性に応じた、地域・社会と連携・協働した課題解決型学

習などの充実 

 

ＩＣＴ環境を生かした取組 

・ＩＣＴを活用した申込みの簡略化やオンライン開催の併用など、中学生が参加し

やすい体験入学や学校説明会等の開催の検討 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

中学生が説明会（各高校で開催され

る体験入学や学校説明会等）に参加

するために訪問した高校の数 

1.31校 

(2022(令和４)年度) 

1.5校 

(2027(令和９)年度) 

教育課程内において、地域・社会との

協働活動を行った県立高校等の割合 

0.0％ 

(2022(令和４)年度) 

100% 

(2027(令和９)年度) 

  

 

※多部制の定時制：定時制課程において、午前部、午後部、夜間部など、学習時間帯を選択して学ぶことが

できる仕組み 

※併設型中学校：中高一貫教育の実施形態の一つである「併設型の中学校・高等学校」において、母体とな

る高等学校に接続する中学校のこと 

  

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度 Ｒ１３年度

県立高校再編整備計画

後期実施計画(Ｒ９～１３年度)

第３期県立高校将来構想

県立高校再編整備計画

前期実施計画(Ｒ４～８年度)
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㉖ 私立学校における特色ある教育の推進 

 

【これまでの取組・成果と課題】 

○  本県の私立学校に在学する生徒、園児の割合は、高等学校（全日制）で約３割、幼

稚園で約９割を占めており、私立学校は本県の公教育に大きな役割を果たしていま

す。 

○  私立学校は、それぞれの建学の精神や独自の教育理念に基づき、中高一貫教育、ス

ポーツ競技力の向上や通信制課程の設置などの特色のある教育活動を展開しており、

子どもたちに選択幅の広い教育を提供し、県民の教育に対する多様なニーズに応え

ていくことが期待されています。 

○  しかしながら、少子化の進行に伴う幼児生徒数の減少等により、私立学校の経営環

境は厳しさを増しており、私立学校には経営努力などの一層の自主的な取組が求め

られるとともに、国や地方公共団体による財政的な支援などにより、私学の振興を図

っていく必要があります。 

○  また、私立学校施設の耐震化については、年次的な県費助成制度の充実などにより

学校法人における耐震化への取組を支援してきた結果、耐震化率は、2022（令和４）

年４月１日現在で 93.8％まで向上しましたが、早期の耐震化完了に向け、引き続き

耐震化の促進を図る必要があります。 

 

 ◇山口県の私立学校の学校数・生徒数（R4(2022).5.1現在）   （単位：校(園)、人） 

区分 
高等学校 

中学校 幼稚園 専修学校 各種学校 
全日制 通信制 

学校数 20 6 8 115 34 26 

生徒数 9,498 3,615 1,109 11,664 3,861 2,628 

 

【今後の方向性】 

○  県民の多様なニーズに対応するため、建学の精神や独自の教育理念に培われた特

色ある教育活動を展開し、本県の公教育に大きな役割を果たしている私立学校の教

育条件の維持・向上、生徒に係る修学上の経済的負担の軽減、環境整備や経営の健全

性を高めていく必要があります。 

○  このため、私立学校の自主性を尊重しながら、幼稚園、中学校や高等学校の教育に

係る経常的経費をはじめ、国の施策に呼応した教育改革の推進に対する補助など、私

学助成を充実するとともに、積極的に情報提供や助言を行い、私立学校の振興を図り

ます。 

○  また、幼稚園には、地域の幼児教育のセンターとしての役割が期待されており、私

立幼稚園での子育て支援など、地域に開かれた幼稚園づくりを支援するとともに、誰

もが等しく学び・遊べる環境づくりを推進するため、多様性に配慮した施設等の整備

を支援します。 
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○  私立学校の耐震化については、国・県の助成制度等により学校法人の取組を支援

し、建物自体の耐震化や非構造部材の耐震対策について促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

■私学助成の充実 

➢ 幼稚園、中学校や高等学校の教育に係る経常的経費を対象とした補助に係る水

準の維持向上 

➢ 特色ある学校づくりを一層推進するための配分基準の見直し 

 

■地域に開かれた幼稚園づくりへの支援 

➢ 平日の教育時間外や休業日における預かり保育を実施する私立幼稚園や、障害

のある幼児の受入れを行う私立幼稚園の支援 

➢ 幼児教育相談、園舎・園庭開放、未就園児の親子登園など、私立幼稚園が実施

する地域における子育て支援の取組の支援 

 

■私立学校の耐震化の促進 

➢ 校舎の耐震化工事等や、屋内運動場の天井等落下防止対策など非構造部材の耐

震対策に対する国・県の助成制度等による学校法人の支援 

 

【推進指標】 

指標名 現状値 目標値 

子育て支援を行っている私立

幼稚園の割合 

93.3％ 

(2022(令和４)年４月) 

100% 

(2027(令和９)年４月) 

私立学校（幼・中・高）の耐震

化率 

［２階以上又は 200 ㎡以上の

非木造施設］ 

93.8％ 

(2022(令和４)年４月) 

概ね解消 

(2027(令和９)年４月) 

  

私立学校教育と県の支援 
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第４章 
 

 

 

 

 

計画の着実な推進 

 
この章では、計画の着実な推進のため、市町教育

委員会・関係機関・関係団体等との連携や、計画の

進行管理について示します。 
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１ 
 

 

計画の着実な実施に向けて、教育関係者や保護者をはじめ、広く県民の皆様に理解さ

れ、共有されるよう県のＷｅｂページやＳＮＳ、各種会議等の開催を通じて、わかりや

すい情報発信・広報活動に努め、計画の周知を図ります。 

 

また、計画の効果的な推進に当たっては、国や市町の取組のみならず、学校、家庭、

地域などとの適切な役割分担のもと、各種教育施策を推進していくことが必要です。 

 

このため、国に対しては、教育予算の拡充や教職員定数の改善など、各種支援制度や

施策の充実等の働きかけを行っていくとともに、市町教育委員会に対しては、県内各地

域の特色を生かした教育活動が展開されるよう、広域的対応が求められる取組やモデル

的取組の普及を推進するなど、市町教育委員会の独自性や主体性を尊重しながら、本県

全体の教育水準の向上に取り組んでいきます。 

 

また、学校、家庭、地域をはじめ、大学や民間企業等とも連携を図り、県民全てが教

育の担い手であるという意識を高め、県民総参加による本県らしい特色ある教育を推進

していきます。 

 

２ 計画の進行管理 

 

計画の着実な推進のためには、県民の意見やニーズをきめ細かく把握するとともに、

計画の進捗状況やその成果について把握し、進行管理を行うなど、施策や取組内容等の

見直しを行うことが必要です。 

 

このため、各施策を実施するに当たっては、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、毎

年度、本計画に基づく教育施策の実施状況、指標の達成状況について、点検・評価を行

い、報告・公表することにより県民に対する説明責任を果たすとともに、点検・評価結

果を踏まえ、より効率的で効果的な教育の実現のため施策内容の見直し・改善を行い、

翌年度以降の施策の展開に反映します。 

 

点検・評価の結果については、教育関係の有識者で構成する「山口県教育振興推進会

議」における意見を踏まえ、点検・評価方法の見直しや、施策内容の見直し・改善など

に反映します。 

 

本計画の実施過程において、社会・経済情勢の大きな変化や、国の制度改正などが生

じた場合は、計画期間中においても、必要に応じて適宜・適切な見直しを行います。 

     

１ 市町教育委員会、関係機関・団体との連携 

２ 計画の進行管理 
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参考 
 

 

 

 

 

主な推進指標 一覧 

 

１ 
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推進指標　一覧

1

「全国学力・学習状況調査」の全国平均との差（公立小・

中学校）

※（　）内は全国平均値

「全国学力・学習状況調査」における「教科に

関する調査」の各区分の正答率
全国的な児童生徒の学力の一部分

2
勉強が「好き」「どちらかといえば好き」である児童生徒の割

合（公立小・中学校）

「全国学力・学習状況調査」における「児童生

徒質問紙」で肯定的な回答をした児童生徒の

割合

全国的な児童生徒の学力の一部分

3

コンピュータなどのICT機器を学級の友達と意見交換する

場面で週３回以上使用する児童生徒の割合（公立小・

中学校）

山口県学力定着状況確認問題における「質

問紙調査」で「ほぼ毎日」「週３回以上」と回

答した児童生徒の割合

意見交換の場におけるICT機器の活用が進ん

でいるか

4
課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組む児童

生徒の割合（公立小・中学校）

「全国学力・学習状況調査」における「児童生

徒質問紙」で肯定的な回答をした児童生徒の

割合

全国的な児童生徒の学力の一部分

5
学校の枠を越えて高校生が学び合う活動に取り組んだ学

校の割合（県立高等学校等）

高校教育課が実施する「学力向上に向けた取

組等に関する実施状況調査」における調査項

目の一つ

各校における、学校の枠を越えて高校生が学

び合う活動への取組状況

6
地域の関係機関や人材等を活用した主権者教育又は消

費者教育を行っている学校の割合（県立高等学校等）

高校教育課が実施する「学力向上に向けた取

組等に関する実施状況調査」における調査項

目の一つ

各校における、地域の関係機関や人材等を活

用した主権者教育又は消費者教育の取組状

況

7
読書が好きと感じている児童生徒の割合（公立小・中学

校）

山口県学力定着状況確認問題において「読

書が好きですか」との質問に「当てはまる」「やや

当てはまる」と回答した児童生徒の割合

読書習慣の定着に向けた取り組みが進んでい

るか

8
学校以外で、月に1冊も本(漫画本を除く)を読まない児童

生徒の割合

山口県子ども元気調査において「学校以外

で、１ヶ月に本(漫画本を除く)を何冊ぐらい読

みますか。」との質問に「0冊」と回答した児童

生徒の割合

家庭での読書習慣の定着に向けた取組が進

んでいるか

9 県立図書館における児童書貸出冊数
山口県立図書館における児童書の年間貸出

冊数

読書活動の推進に向けた環境の整備が進ん

でいるか

10 県立図書館の電子図書館サービス閲覧数
山口図書館電子図書館サービスの年間閲覧

数

読書活動の推進に向けた環境の整備が進ん

でいるか

11
人権教育に関するサテライト研修等への県教委からの講師

派遣回数

研修会等に、人権教育課職員を講師として派

遣する延べ回数
教職員等が学校等で受講できる研修回数

12 人権に関する視聴覚資料の貸出状況 学校等で視聴覚資料を借りた本数
県立山口図書館に整備した視聴覚資料を、

学校等に貸し出した本数

13

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」における、体力

合計点の県平均点（公立小・中学校）

※（　）内は全国平均値

体力８項目の結果をそれぞれ10点満点で得

点化した合計点

子どもの総合的な体力の向上が図られている

か

14

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」における、１週

間の総運動時間が４２０分以上の児童生徒の割合（公

立小・中学校）

「体育・保健体育の授業以外で、運動（体を

動かす遊びを含む）やスポーツを、合計で１日

およそどのくらいの時間していますか」に対する各

曜日の合計時間

子どもの運動習慣の改善が図られているか

施策 No 推進指標 指標の説明 何を測る指標か

②

③

①

④
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数値 年/年度

小国　67%(67.2%)

小算　61%(62.5%)

中国　70％(69.8%)

中数　52%(51.0%)

2023

(R5)
全国平均を3ポイント上回る 学力の一定水準の維持向上をめざす

文部科学省「全国学力・学習

状況調査」
義務教育課

小　61.6％

中　62.6％

2023

(R5)
80.0%

児童生徒の意識を通して、指導の状況を把握

し、求められる資質・能力の育成をめざす

文部科学省「全国学力・学習

状況調査（児童生徒質問

紙）」

義務教育課

小５　49.7％

小６　54.6％

中１　43.7％

中２　51.0％

2022

(R4)
70.0%

一人一台端末の活用機会を増やすことで、お

互いの意見や考えを共有することで学びを深め

ることをめざす

県教委調査 義務教育課

小　78.4％

中　82.4％

2023

(R5)
90.0%

児童生徒の意識を通して、指導の状況を把握

し、求められる資質・能力の育成をめざす

文部科学省「全国学力・学習

状況調査（児童生徒質問

紙）」

義務教育課

75.0%
2022

(R4)
100%

学校の枠を越えて高校生が学び合う活動の推

進により、高校生が切磋琢磨する機会の充実

をめざす

県教委調査 高校教育課

79.2%
2022

(R4)
100%

地域の関係機関や人材等を活用した主権者

教育、消費者教育の充実を進め、主体的に

社会の形成に参画する態度の育成をめざす

県教委調査 高校教育課

小　72.6％

中　68.1％

2022

(R4)

小　80.0％

中　75.0％

学校・家庭・地域における取組の充実を進め、

５年間で全体的な水準の向上をめざす
県教委調査

地域連携教育

推進課

小　29.4%

中　35.6%

2022

(R4)

小　25.0％

中　30.0％

家庭における取組の充実を進め、5年間で不

読率の改善を図る
県教委調査

地域連携教育

推進課

110,478冊
2022

(R4)
120,000冊

県立図書館における児童図書資料の充実を

進め、5年間で児童書の貸出冊数を増加させ

る

県教委調査
地域連携教育

推進課

12,268件
2022

(R4)
15,000件

県立図書館における電子図書館サービスの充

実を進め、5年間で閲覧数を増加させる
県教委調査

地域連携教育

推進課

223回

（５年間・44.6回/年）

2018(H30)~

2022(R4)

250回

（5年間・50回/年）

今後５年間で教職員等が学校等で受講でき

る研修機会の増加をめざす
県教委調査 人権教育課

724本

（５年間・144.8本/年）

2018(H30)~

2022(R4)

750本

（5年間・150本/年）

視聴覚資料を利用した人権教育研修の増加

をめざす
県教委調査 人権教育課

小5男子

50.5点（52.3点）

小5女子

52.9点（54.3点）

中2男子

39.8点（40.9点）

中2女子

47.2点（47.3点）

2022

(R4)
全国平均値を超える 総合的な体力の向上をめざす

スポーツ庁「全国体力・運動能

力、運動習慣等調査」
学校安全・体育課

小5男子　54.1％

小5女子　33.1％

中2男子　84.2％

中2女子　62.5％

2022

(R4)

2019(令和元)年度

山口県平均値

小5男子　56.4％

小5女子　36.9％

中2男子　87.6％

中2女子　67.7％

新型コロナウイルス感染症感染拡大前の水準

に戻すとともに、運動習慣の定着、改善をめざ

す

スポーツ庁「全国体力・運動能

力、運動習慣等調査」
学校安全・体育課

めざす姿 データ出所等 所管課
現状値 2027年/年度

目標値
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推進指標　一覧

15 肥満傾向児の出現率

肥満度20％以上の児童生徒数の割合

（※　県内の小学生男女（小５）から抽出

調査）

教職員による学校保健に関する指導が、児童

生徒の生活改善につながったか

16 １２歳でむし歯（う歯）のない人の割合
むし歯（う歯）のない12歳児の割合

（※　県内の中学1年生から抽出調査）

教職員による学校保健に関する指導が、児童

生徒の生活改善につながったか

17 朝食を毎日食べる児童生徒の割合（公立小･中学校）

「朝食を毎日食べていますか」の問いに対して、

「食べている」「どちらかといえば、食べている」と

回答した児童生徒の割合

学校における食に関する指導が、児童生徒の

食習慣改善につながったか

18 学校給食における地場産食材を使用する割合
学校給食における地場産食材を使用する割

合

生きた教材となる学校給食で地場産食材を使

用した献立を積極的に取り入れる取組が進ん

でいるか

19
県主催の保育者対象の研修会等において研修の目標が

十分に達成できた参加者の割合

研修会後のアンケートにおいて、「内容が役立

つものであったか」の問いに対して「十分当ては

まる」と回答した参加者の割合

県主催の研修内容等に対する満足度

20

スタートカリキュラムの改善に向けて幼児教育施設との意見

交換や合同の研究の機会などを設けている公立小学校の

割合

公立小学校において、保育所・幼稚園・認定

こども園等との連携を推進している学校

カリキュラム改善に向けた意見交換や合同研

修等の教職員同士の交流等が進んでいるか

21 中学校・高校卒業者のうち進路決定者の割合
中・高等学校卒業者に占める進路決定者の

割合

中・高校生の主体的な進路選択における進路

決定

22
将来の夢や目標をもっている児童生徒の割合（公立小・

中学校）

「全国学力・学習状況調査」における「児童生

徒質問紙」で肯定的な回答をした児童生徒の

割合

キャリア教育の推進により、将来の夢や目標を

もっている児童生徒の割合が増加しているか

23
地域と連携して「1/2 成人式」や「立志式」を行っている公

立小 ・中学校の割合

地域と連携して「1/2 成人式」や「立志式」を

行っている公立小 ・中学校の割合

志を抱かせる教育の充実により、地域と連携し

て「1/2 成人式」や「立志式」を行っている公立

の小・中学校の割合が増加しているか

24 高校生等の就職決定率
「高等学校卒業（予定）者の就職（内定）

状況に関する調査」（文部科学省）

公立、私立の高等学校（全日制・定時制）

を卒業する生徒の就職内定状況（10月末現

在、12月末現在）及び決定状況（３月末

現在）

25 高校生等の県内就職割合 高校生等の県内就職割合
高校等卒業予定者の県内就職が進んでいる

か

26
在学中に体験的なキャリア教育(インターンシップ、大学・企

業訪問等)を経験した高校生等の割合

高校教育課が実施する、「学力向上に向けた

取組等に関する実施状況調査」における調査

項目の一つ

各校における、体験的な活動を通じたキャリア

教育の取組状況

27

学習者用端末を活用した学習活動に、情報活用能力の向

上の効果があると感じている生徒の割合（特別支援学校

を除く県立学校）

学習者用端末を活用した学習活動に、情報

活用能力の向上の効果が「あると思う」・「どち

らかと言えばあると思う」と回答した生徒の割合

学習者用端末を活用することで、生徒が情報

活用能力の向上を実感できているか

28

情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力を

有する教員の割合（公立小・中・高等学校、中等教育学

校、特別支援学校）

学校における教育の情報化の実態等に関する

調査において、情報活用の基盤となる知識や

態度について指導することが「できる」・「ややで

きる」と回答した教員の割合

児童生徒に対し、情報活用の基盤となる知識

や態度について指導することができているか

29

授業にＩＣＴを活用して指導する能力を有する教員の割

合（公立小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学

校）

学校における教育の情報化の実態等に関する

調査において、授業にＩＣＴを活用して指導

することが「できる」・「ややできる」と回答した教

員の割合

授業において、コンピュータや提示装置などを活

用して資料や児童生徒の意見を効果的に提

示する等して指導することができているか

30
教育ダッシュボードで可視化した教育データを活用している

学校の割合（県立学校）

教育ダッシュボードで可視化した教育データを

児童生徒への支援や指導の改善・充実に「活

用している」と回答した学校の割合

教育ダッシュボードで可視化した教育データを、

児童生徒への支援や指導の改善・充実に活

用することができているか

施策 No 推進指標 指標の説明 何を測る指標か

⑤

⑥

⑦

⑧
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数値 年/年度

小５男　11.42％

小５女　 8.09％

2021

(R3)

小5男子　9.0％

小5女子　6.0％

学校保健を組織的・計画的に推進することで、

健康課題の解決に向けた取組が充実し、児童

生徒の行動変容につなげる

文部科学省「学校保健統計

調査」
学校安全・体育課

70.1%
2021

(R3)
80.0%

学校保健を組織的・計画的に推進することで、

健康課題の解決に向けた取組が充実し、児童

生徒の行動変容につなげる

文部科学省「学校保健統計

調査」
学校安全・体育課

小６　94.4％

中３　92.6％

2023

(R5)
100%

学校・家庭・地域の連携による組織的・計画

的な食育を推進することで、朝食の重要性の

理解を深め、児童生徒の行動変容につなげる

文部科学省「全国学力・学習

状況調査（児童生徒質問

紙）」

学校安全・体育課

69.1%
2022

(R4)
72.0%

学校給食に地場産食材を使用した献立を積

極的に取り入れることで、地域の食文化への理

解や感謝の心を育み、児童生徒の行動変容

につなげる

県教委調査 学校安全・体育課

71.3%
2022

(R4)
100%

すべての参加者が十分に満足できる研修会の

実施をめざす
県教委調査

義務教育課（乳幼児

の育ちと学び支援セン

ター）

78.8%
2022

(R4)
100%

すべての公立学校における保幼小連携の推進

をめざす
県教委調査

義務教育課（乳幼児

の育ちと学び支援セン

ター）

中　99.0%

高　97.2%

2021

(R3)

中　99.5％

高　99.0％

系統的・計画的にキャリア教育の推進し、進路

未決定者の減少をめざす
文部科学省「学校基本調査」 高校教育課

小　83.9％

中　66.1％

2023

(R5)

小　88.0％

中　75.0％

キャリア教育の推進により、将来の夢や目標を

もっている児童生徒の割合の増加をめざす

文部科学省「全国学力・学習

状況調査（児童生徒質問

紙）」

義務教育課

小　26.7％

中　37.9％

2022

(R4)
100%

志を抱かせる教育の充実により、地域と連携し

て「1/2 成人式」や「立志式」を行っている公立

の小・中学校の割合の増加をめざす

県教委調査 義務教育課

99.7%
2022

(R4)
100% 就職を希望する生徒の進路実現を図る

文部科学省「高等学校卒業

（予定）者の就職（内定）

状況に関する調査」

高校教育課

83.0%
2021

(R3)
90.0%

県政の最重要課題である人口減少の克服に

向け、若者の県内就職・県内定住を促進する
文部科学省「学校基本調査」 高校教育課

高　97.9%
2022

(R4)
高　100%

本県では、体験的な活動を通じたキャリア教育

を重視していることから、全ての学校における実

施をめざす

県教委調査 高校教育課

87.1%
2022

(R4)
95.0%

学習者用端末を活用することで、生徒が情報

活用能力の向上を実感できることをめざす
県教委調査

教育情報化

推進室

85.8%
2021

(R3)
90.0%

全ての教員が情報活用の基盤となる知識や態

度について指導することができる能力を身に付

けることをめざす

文部科学省「学校における教

育の情報化の実態等に関する

調査」

教育情報化

推進室

77.9%
2021

(R3)
85.0%

全ての教員が授業にＩＣＴを活用して指導す

ることができる能力を身に付けることをめざす

文部科学省「学校における教

育の情報化の実態等に関する

調査」

教育情報化

推進室

0.0%
2022

(R4)
100%

全ての県立学校が教育ダッシュボードで可視化

した教育データを活用することをめざす
県教委調査

教育情報化

推進室

めざす姿 データ出所等 所管課
現状値 2027年/年度

目標値
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推進指標　一覧

31
中学校卒業段階で英検3級相当以上、高等学校卒業段

階で英検準2級相当以上を達成した中高生の割合

第３期教育振興基本計画において、生徒の

英語力を測る指標とされており、次期教育振

興基本計画においても、５年後の目標値

（60%以上）が示されている

４技能における英語力

32
高等学校卒業段階で英検2級相当以上を達成した高校生

の割合

次期教育振興基本計画において、５年後の

目標値（30%以上）が示されている
４技能における英語力

33
海外の教育機関等と交流した（オンラインによる交流も含

む）学校の割合（県立高等学校等）

次期教育振興基本計画において、海外に対す

る教育事業に参加した日本側の教職員・学

生・児童・生徒の数の増加が指標として示され

ている

学校における海外との交流を行う取組の実施

状況

34
県教委が独自に開発した探究的な学習に資する教育プロ

グラムを活用した公立高校の割合

高校教育課が実施する「学力向上に向けた取

組等に関する実施状況調査」における調査項

目の一つ

学校における探究的な学習の実施状況

35
産業界等と連携した学習活動（インターンシップ、共同研

究等）を行っている県立高校の割合

高校教育課が実施する、「学力向上に向けた

取組等に関する実施状況調査」における調査

項目の一つ

各校における、産業界等と連携した学習活動

の取組状況

36
大学等と連携した理数教育に関する体験的・探究的な学

習活動に参加した普通科設置校の割合

高校教育課が実施する「学力向上に向けた取

組等に関する実施状況調査」における調査項

目の一つ

学校における大学等と連携した体験的・探究

的な学習活動の実施状況

37
「いじめはどんな理由があってもいけないことだ」と思っている

児童生徒の割合（公立小・中学校）
いじめに対する意識（公立小・中学校） いじめに対する正しい理解がなされているか

38
いじめの解消率

（公立小・中・高等学校、特別支援学校）

いじめの解消率

（公立小・中・高等学校、特別支援学校）

いじめの未然防止、早期発見・早期対応が図

られているか

39
1,000人当たりの不登校児童生徒数

（公立小・中・高等学校）

1,000人当たりの不登校児童生徒数

（公立小・中・高等学校）

不登校児童生徒に対して、適切な校内支援

体制や未然防止対策が取られているか

40

不登校児童生徒のうち、学校内外の機関等で相談・指導

等を受けている児童生徒数の割合（公立小・中・高等学

校）

不登校児童生徒のうち、学校内外の機関等

で相談・指導等を受けている児童生徒数の割

合

（公立小・中・高等学校）

不登校児童生徒のうち、学校内外の機関等

で相談・指導等を受けることができているか

41
1,000人当たりの暴力行為発生件数

（公立小・中・高等学校）

1,000人当たりの暴力行為発生件数

（公立小・中・高等学校）

暴力行為に対して、適切な校内支援体制や

未然防止対策が取られているか

42 総合支援学校高等部の就職希望生徒の就職決定率

当該年度に総合支援学校高等部を卒業した

就職希望者のうち、就職先が決定した生徒の

割合

生徒と企業等とのマッチングや就業実践科の設

置等によるキャリア教育の充実が進んでいるか

43

公立幼・小・中・高等学校等において、個別の教育支援計

画の作成を必要とする幼児児童生徒のうち、実際に作成さ

れている幼児児童生徒の割合

特別な教育的支援を必要とする幼児児童生

徒のうち、個別の教育支援計画が作成されて

いる割合

個別の教育支援計画に基づく支援の充実が

進んでいるか

44

公立幼・小・中・高等学校等において、個別の指導計画の

作成を必要とする幼児児童生徒のうち、実際に作成されて

いる幼児児童生徒の割合

特別な教育的支援を必要とする幼児児童生

徒のうち、個別の指導計画が作成されている

割合

個別の指導計画に基づく指導・支援の充実が

進んでいるか

45

義務教育段階から高等学校段階に進学、就職する生徒に

ついて、個別の教育支援計画を活用した支援情報の引継

ぎ率

義務教育段階を卒業後、進路先への個別の

教育支援計画を引き継いだ割合
切れ目ない支援体制の充実が進んでいるか

46

コミュニティ・スクールを核とした交流及び共同学習を、地域

住民や大学・企業等の参画を得て実施した総合支援学校

数

地域等の資源を活用して、学校間の交流及び

共同学習に取り組んだ総合支援学校数

障害のある幼児児童生徒が将来、自立と社

会参加できる共生社会の実現に向けた取組が

進んでいるか

施策 No 推進指標 指標の説明 何を測る指標か

⑨

⑩

⑪

⑫
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数値 年/年度

中学校卒業段階

50.7％

高等学校卒業段階

48.3％

2022

(R4)

中学校卒業段階

60.0％

高等学校卒業段階

60.0％

総合的な英語力の育成の推進により、英語で

コミュニケーションを図る資質・能力の確実な育

成をめざす

文部科学省「英語教育実施

状況調査」
高校教育課

20.6%
2022

(R4)
30.0%

グローバルに活躍することが期待される層の生

徒の英語力の育成に向け、取組の一層の促

進をめざす

文部科学省「英語教育実施

状況調査」
高校教育課

54.2%
2022

(R4)
100%

海外の教育機関等との交流の促進により、児

童生徒が国際的な視野を広げる機会の充実

をめざす

県教委調査 高校教育課

55.1%
2022

(R4)
100%

探究的な学習の充実により、新たな価値を創

造する人材の育成をめざす
県教委調査 高校教育課

97.9%
2022

(R4)
100%

学校と地域、産業界等が連携した学習活動を

推進し、新たな価値を創造する人材の育成を

めざす

県教委調査 高校教育課

37.0%
2022

(R4)
70.0%

大学等と連携した体験的・探究的な理数教育

の充実をめざす
県教委調査 高校教育課

小　84.2％

中　81.9％

2023

(R5)

小　87.8％

中　86.1％
いじめに対する正しい理解を促進する

文部科学省「全国学力・学習

状況調査（児童生徒質問

紙）」

学校安全・体育課

97.6%
2021

(R3)
100%

いじめを早期に発見し、早期に対応することによ

り完全解消をめざす
県教委調査 学校安全・体育課

小・中 26.6人

高　9.5人

2021

(R3)

小・中 19人

高　6.0人

不登校の未然防止対策を推進し、不登校児

童生徒数の減少をめざす
県教委調査 学校安全・体育課

67.6%
2021

(R3)
100%

不登校児童生徒が、学校内外の機関等で積

極的に相談・指導等を受ける機会の増加をめ

ざす

県教委調査 学校安全・体育課

6.0件
2021

(R3)
4.0件

暴力行為の未然防止対策を推進し、暴力行

為の減少をめざす
県教委調査 学校安全・体育課

98.8%
2022

(R4)
100%

就職を希望する高等部生徒全員が就職するこ

とをめざす
県教委調査

特別支援

教育推進室

89.2%
2022

(R4)
100%

個別の教育支援計画を必要と考える幼児児

童生徒の個別の教育支援計画の作成をめざ

す

文部科学省「特別支援教育に

関する調査」

特別支援

教育推進室

86.7%
2022

(R4)
100%

個別の指導計画を必要とする幼児児童生徒

の個別の指導計画の作成をめざす

文部科学省「特別支援教育に

関する調査」

特別支援

教育推進室

77.5%
2022

(R4)
100%

個別の教育支援計画による切れ目ない支援を

めざす
県教委調査

特別支援

教育推進室

２校
2022

(R4)
全12校

障害のある者もない者も相互に人格と個性を

尊重し、支え合いながら活躍できる共生社会

の実現をめざす

県教委調査
特別支援

教育推進室

めざす姿 データ出所等 所管課
現状値 2027年/年度

目標値
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推進指標　一覧

47
「授業は、自分にあった教え方、教材、学習時間などになっ

ていた」と答えた児童生徒の割合（公立小・中学校）

授業の進め方や内容に対する児童生徒の意

識調査

自分にあった授業の進め方や内容であると捉え

た児童生徒の割合

48
日本語指導が必要な児童生徒のうち、日本語指導を受け

ている児童生徒の割合（公立小・中学校）

義務教育段階での日本語指導が必要な児童

生徒の支援率

義務教育段階での日本語指導が必要な児童

生徒への支援状況

再掲
勉強が「好き」「どちらかといえば好き」である児童生徒の割

合（公立小・中学校）（再掲）

「全国学力・学習状況調査」における「児童生

徒質問紙」で肯定的な回答をした児童生徒の

割合

全国的な児童生徒の学力の一部分

49
地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある

児童生徒の割合（公立小・中学校）

「地域や社会をよくするために何をすべきか考え

ることがありますか」の問いに対して肯定的な回

答をした児童生徒の割合

「何をすべきかを考えることがある」児童生徒の

割合が増えているか

50

学校運営協議会等において、児童生徒を交えて協議を行

うとともに、児童生徒の意見や思いを反映させて、「学校・

地域連携カリキュラム」の見直し等を行った学校の割合

（公立小・中学校）

各中学校区における、児童生徒の意見や思い

を反映させて「学校・地域連携カリキュラム」の

見直し等を行った学校数

各中学校区において、児童生徒の意見や思い

を反映させてカリキュラムの見直し等が進んでい

るか

51

学校・家庭・地域が連携して、子どもと地域の大人の協働

的な学習活動を計画的・組織的に実施している学校の割

合（公立小・中・高・特別支援学校等）

学校・家庭・地域が連携して、子どもと地域の

大人の協働的な学習活動を計画的・組織的

に実施している学校の割合

学校・家庭・地域が連携して、子どもと地域の

大人の協働的な学習活動が推進されているか

52
地域協育ネットコーディネーター養成講座修了者数（累

計）

「地域協育ネットコーディネーター養成講座」修

了者数の累計数値

やまぐち型地域連携教育の推進の核となる人

材養成の推進状況

53 「やまぐち型家庭教育支援チーム」の設置率
概ね中学校区において、地域人材で編成され

た家庭教育支援チームの設置率
家庭教育支援体制の整備状況

54 家庭教育支援チームの活動実績数 家庭教育支援チームが活動した回数 家庭教育支援活動の状況

55 家庭教育支援チームにおける相談対応件数 家庭教育支援チームが相談対応を行った件数 相談支援の充実が図られているか

56
休日の学校部活動の地域への移行の取組を実施した市町

数

休日の学校部活動の地域連携、または地域

移行の取組を実施した市町数
部活動の地域移行の取組が進んでいるか

57

公立中学校における学校部活動（運動部・文化部）、及

び地域におけるスポーツ・文化芸術活動に参加する生徒の

割合

公立中学校の学校部活動（運動部・文化

部）への加入生徒、及び地域でスポーツ・文

化芸術活動に継続的に参加している生徒の割

合

子どもたちのスポーツ・文化芸術活動の機会が

確保されているか

58 野外教育活動及びAFPYの指導実践者数
野外教育活動やＡＦＰＹの指導実践を行っ

た指導者数
各地域での体験活動の実践者が増えているか

59 社会教育主事有資格者養成数（５年平均） 社会教育主事講習の受講修了者数
社会教育を推進する人材の計画的な養成が

進んでいるか

60
生涯学習情報提供システム「かがやきネットやまぐち」情報

検索件数

生涯学習情報提供システム「かがやきネットや

まぐち」情報検索件数
学習情報を活用した県民数

61
山口博物館における「博物館学校地域連携教育支援事

業」利用者の満足度

「博物館学校地域連携教育支援事業」利用

者のアンケートでの肯定的評価の割合
事業利用者の満足度

再掲
読書が好きと感じている児童生徒の割合（公立小・中学

校）（再掲）

山口県学力定着状況確認問題において「読

書が好きですか」との質問に「当てはまる」「やや

当てはまる」と回答した児童生徒の割合

読書習慣の定着に向けた取組が進んでいるか

施策 No 推進指標 指標の説明 何を測る指標か

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰
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数値 年/年度

小　84.8％

中　80.3％

2023

(R5)
90.0%

自分にあった授業の進め方や内容であると捉え

る児童生徒が増加するよう支援体制の拡充を

めざす

文部科学省「全国学力・学習

状況調査（児童生徒質問

紙）」

義務教育課

92.5%
2021

(R3)
100%

義務教育段階での日本語指導が必要な全て

の児童生徒への支援をめざす

文部科学省「日本語指導が必

要な児童生徒の受入状況等

に関する調査」

義務教育課

小　61.6％

中　62.6％

2023

(R5)
80.0%

児童生徒の意識を通して、指導の状況を把握

し、求められる資質・能力の育成をめざす

文部科学省「全国学力・学習

状況調査（児童生徒質問

紙）」

義務教育課

小　54.4％

中　46.4％

2022

(R4)

小　70.0％

中　70.0％

「よりよい社会の形成者」としての意識をもつ児

童生徒の割合の増加をめざす
県教委調査

地域連携教育

推進課

小　27.8％

中　51.8％

2022

(R4)

小　100％

中　100％

「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、

児童生徒の意見や思いを反映させたカリキュラ

ムの見直し等を進める

県教委調査
地域連携教育

推進課

0.6%
2022

(R4)
80.0%

学校・家庭・地域が連携して、子どもと地域の

大人の協働的な学習活動を計画的・組織的

に実施している学校の割合の向上をめざす

県教委調査
地域連携教育

推進課

541人
2022

(R4)
800人

講座修了者が増えることにより、やまぐち型地域

連携教育の全県的な推進体制の充実につな

げる

県教委調査
地域連携教育

推進課

全中学校区の

38.0%

2022

(R4)

全中学校区の

60.0％

「やまぐち型家庭教育支援チーム」の設置促進

により、地域における相談・支援体制の充実を

図る

県教委調査
地域連携教育

推進課

2,190回
2022

(R4)
3,000回

家庭教育支援活動の充実により、保護者への

意識啓発・情報提供を図る
県教委調査

地域連携教育

推進課

416件
2022

(R4)
550件

相談支援体制の充実を図ることで保護者の子

育て、家庭教育についての不安の軽減につなげ

る

県教委調査
地域連携教育

推進課

0市町
2022

(R4)
19市町

少子化の中、子どもたちの多様なニーズに応じ

たスポーツ・文化芸術活動の機会確保に向

け、県内全域の学校部活動の地域連携や地

域移行をめざす

県教委調査 学校安全・体育課

88.7%
2022

(R4)
90.0%

学校部活動の地域連携・地域移行の取組の

推進により、子どもたちのスポーツ・文化芸術活

動の機会確保をめざす

県教委調査
学校安全・体育課

義務教育課

101人
2022

(R4)
150人

現在の野外教育活動及びＡＦＰＹ実践者の

水準を維持または向上する
県教委調査

地域連携教育

推進課

19.2人
2022

(R4)
25人

現在、県内派遣社会教育主事が23名。それ

を超える人数25名の計画的な養成をめざす
県教委調査

地域連携教育

推進課

40,856件
2022

(R4)
45,000件

学習情報の提供を充実させ、その活用を５年

間で約4,000件増をめざす
県教委調査

地域連携教育

推進課

85.0%
2022

(R4)
90.0%

多様な学習ニーズに対応した事業の実施をめ

ざす
県教委調査

学校運営・

施設整備室

小　72.6％

中　68.1％

2022

(R4)

小　80.0％

中　75.0％

学校・家庭・地域における取組の充実を進め、

5年間で全体的な水準の向上をめざす
県教委調査

地域連携教育

推進課

2027年/年度

目標値
めざす姿 データ出所等 所管課

現状値
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推進指標　一覧

62
地域社会における人権教育の指導者養成に係る県教委主

催の研修会の受講者数（年間）

人権教育研修会への社会教育関係者等の参

加者数。

人権教育について、講演会等の講師や研修会

を企画・運営をするなど、地域社会の中核とな

る者の養成数

63
人権に関する視聴覚資料等を活用した研修会の実施講座

数（累計）

市町で視聴覚資料を活用した人権教育の研

修・講座等の実施回数

市町で視聴覚資料を活用した研修・講座等が

増加しているか

64 県立美術館の入館者数（５年間の平均）

２県立美術館（県立美術館、県立萩美術

館・浦上記念館）の直近５年間の平均年間

入館者数

本県文化資源の魅力発信、交流人口の拡大

が図られているか

65
学校芸術文化ふれあい事業等を活用して、舞台芸術を鑑

賞した公立小・中学生の割合 （年間）

文化庁関係事業、県事業等に参加した児童

生徒の割合

本物の文化芸術に触れる機会があった児童生

徒の状況

66 県立スポーツ施設の年間利用者数

県立スポーツ施設の年間利用者数（維新百

年記念公園、山口きらら博記念公園、萩ウェ

ルネスパーク、下関武道館、スポーツ交流村）

県民の「する」「みる」「ささえる」スポーツ活動へ

の参加が進んでいるか

67 県民のスポーツ実施率（週１回以上） 週1回以上、スポーツを実施する県民の割合 県民のスポーツの実施頻度

68
主要競技大会入賞種目数

（国体、インターハイ・選抜大会、全中大会等）

主要競技大会において本県選手が入賞した種

目
競技力の向上が進んでいるか

69
県立学校施設の長寿命化計画に係る長寿命化改修に着

手した学校数（累計）

長寿命化計画を踏まえ老朽化改修を実施した

学校の数
老朽化対策としての大規模改修の実施状況

70 県立学校における多目的トイレの設置率
多目的トイレが設置されている県立学校の割

合
多目的トイレの整備状況

71 市町立小・中学校の耐震化率 市町立学校施設の構造体の耐震化率 耐震化が完了した施設の状況

72 市町立幼稚園の耐震化率 市町立学校施設の構造体の耐震化率 耐震化が完了した施設の状況

73
日時等を事前に告げない避難訓練を実施している学校の

割合
実践的な避難訓練実施校の割合 学校の危機管理向上に向けた取組状況

74 専門家と連携した防災学習を実施している学校の割合
専門家を招聘し、防災学習を実施した学校の

割合
学校の防災意識向上に向けた取組状況

75 教員の１か月当たりの時間外在校等時間の平均
教員の１か月当たりの時間外在校等時間の

平均

教員の１か月当たりの時間外在校等時間の

状況

76
働き方改革に係る取組状況をWebページ等で公表してい

る学校の割合

働き方改革に係る取組状況をWebページ等

で公表している学校の割合
働き方改革に係る取組の公表状況

施策 No 推進指標 指標の説明 何を測る指標か

㉑

⑱

⑲

⑳

㉒

㉓
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数値 年/年度

279人
2022

(R4)
320人

市町の人権教育推進委員や人権擁護委員

等に加え、職場等の担当者の参加の増加をめ

ざす

県教委調査 人権教育課

278講座

(５年間・55.6講座/年）

2018(H30)~

2022(R4)

300講座

（5年間・60講座/年）

県立山口図書館に整備した視聴覚資料を活

用した講座を実施し、人権教育の効果的な推

進を図る

県教委調査 人権教育課

15.4万人
2022

(R4)
20万人

企画展の充実や各種観光施策等の連携、地

域と一体となった取組の推進により入館者数の

増加をめざす

県調査 文化振興課

32.4%
2022

(R4)
33.4%

３年間に１度は優れた文化芸術に触れる機

会を全ての児童生徒に提供することにより、芸

術を愛好し、豊かな感性を有する児童生徒の

育成をめざす

県教委調査 義務教育課

999千人
2022

(R4)
2,000千人 県民のスポーツ活動への参加拡大をめざす 県調査 スポーツ推進課

38.3%
2022

(R4)
70.0% 県民のスポーツ活動への参加拡大をめざす 県調査 スポーツ推進課

103種目
2022

(R4)
120種目 計画的な選手・指導者の育成を推進する 県調査 スポーツ推進課

10校
2022

(R4)
50校

計画的な老朽化対策を推進し、学校施設の

長寿命化をめざす
県教委調査

学校運営・

施設整備室

82.1%
2022

(R4)
100%

バリアフリー化を推進し、障害のある児童生徒

等が支障なく安心して学校生活を送ることがで

きる環境の実現をめざす

県教委調査
学校運営・

施設整備室

98.7%
2022

(R4)
100%

早期に耐震化を完了させ、安心・安全な教育

環境の実現をめざす

文部科学省「公立学校施設の

耐震改修状況フォローアップ調

査」

学校運営・

施設整備室

97.6%
2022

(R4)
100%

早期に耐震化を完了させ、安心・安全な教育

環境の実現をめざす

文部科学省「公立学校施設の

耐震改修状況フォローアップ調

査」

学校運営・

施設整備室

69.0%
2022

(R4)
80.0%

実践的な学びの場の設定により、危機管理能

力向上をめざす
県教委調査 学校安全・体育課

42.6%
2022

(R4)
70.0% 防災対応能力の育成・向上をめざす 県教委調査 学校安全・体育課

小学校　38.4時間

中学校　47.0時間

県立学校　33.0時間

2022

(R4)
30時間

働き方改革の推進により、教員の時間外在校

等時間の平均が、法令で定められた時間外在

校等時間の上限である年360時間以内となる

ことをめざす

県教委調査 教職員課

小学校　11.0%

中学校　16.3%

県立学校　6.6%

2022

(R4)
100%

働き方改革に係る取組状況を全ての学校にお

いてWebページ等で公表することにより、保護

者や地域等の理解・協力を得ながら働き方に

係る取組の更なる推進をめざす

県教委調査 教職員課

2027年/年度

目標値
めざす姿 データ出所等 所管課

現状値
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推進指標　一覧

77 教員採用試験における志願倍率
教員採用試験における採用見込者数に対す

る志願者数の割合
教員確保の取組が進んでいるか

78
研修奨励により校内における教職員の協働的な学び合い

が充実していると回答した学校の割合

研修奨励により校内における教職員の協働的

な学び合いが充実していると回答した学校の割

合

教職員の協働的な学び合いが充実しているか

79
「授業の内容がよくわかる」と答えた児童生徒の割合（公

立小・中学校）

「全国学力・学習状況調査」における「児童生

徒質問紙」で肯定的な回答をした児童生徒の

割合

教職員の授業力が向上しているか

80
中学生が説明会（各高校で開催される体験入学や学校

説明会等）に参加するために訪問した高校の数

公立高校が実施している説明会への中学生

１人あたりの参加数

公立高校への中学生の興味・関心度及び公

立高校の説明会の有効性

81
教育課程内において、地域・社会との協働活動を行った県

立高校等の割合

教育課程内において、地域・社会との協働活

動を行った県立高校等の割合

生徒の多様な学びのニーズに応えるために、地

域・社会の教育資源を活用した学習活動が推

進されているか

82 子育て支援を行っている私立幼稚園の割合

子育て支援事業（幼稚園教育要領第３章

第２（地域における幼児期の教育のセンター

としての役割））を実施している幼稚園の割

合

私立幼稚園の地域における幼児期の教育の

センターとしての役割が果たされているか

83
私立学校（幼・中・高）の耐震化率

[2階以上又は200㎡以上の非木造施設]

２階建て以上または延べ床面積が200㎡以

上の校舎（園舎）、屋内運動場、寄宿舎

（いずれも非木造のものに限る）のうち、昭和

56年6月1日改正の新耐震基準（建築基準

法施行令）が求める耐震性を有している施設

の割合

私立学校施設の地震に対する安全性が確保

されているか

施策 No 推進指標 指標の説明 何を測る指標か

㉔

㉕

㉖
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数値 年/年度

2.９倍
2022

(R4)
3.2倍

教員採用試験の志願倍率の上昇により、教員

確保をめざす
県教委調査 教職員課

0.0%
2022

(R4)
100%

教職員の協働的な学び合いの充実により、教

職員の資質能力の向上をめざす
県教委調査 教職員課

小国　86.9％

小算　83.1％

中国　82.9％

中数　77.4％

2023

(R5)

小国　90.0％

小算　90.0％

中国　90.0％

中数　90.0％

授業力をはじめとする教職員の資質能力の向

上をめざす

文部科学省「全国学力・学習

状況調査（児童生徒質問

紙）」

教職員課

1.31校
2022

(R4)
1.5校

各公立高校の説明会の開催方法や実施時期

等を工夫することで、公立高校の特色ある取

組に多くの中学生が興味を示すことをめざす

県教委調査 高校教育課

0.0%
2022

(R4)
100%

地域・社会と連携・協働した「総合的な探究の

時間」のカリキュラム策定を通じて、地域・社会

と協働活動を行った学校の割合の増加をめざ

す

県教委調査
地域連携教育

推進課

93.3%
2022

(R4)
100% 全私立幼稚園での実施をめざす 県調査 学事文書課

93.8%
2022

(R4)
概ね解消

国土交通省告示（建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図るための基本的な方

針）に準じる

文部科学省「私立学校施設の

耐震改修状況等の調査結果」
学事文書課

めざす姿 データ出所等 所管課
現状値 2027年/年度

目標値


